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は
じ
め
に

本
稿
の
課
題
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
の
西
大

寺
律
家
の
刑
罰
権
の
変
遷
を
考
察
し
、
つ
い
で
宗
教
者
と
し
て
の

価
値
観
が
如
何
に
そ
の
刑
罰
の
様
態
、
特
に
死
刑
の
不
科
に
影
響

し
た
か
を
考
究
す
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
っ
て
、
政
治
権
力
と

し
て
の
性
格
を
無
視
で
き
な
い
中
世
寺
院
に
お
い
て
、
宗
教
者
の

価
値
観
が
如
何
に
非
宗
教
的
活
動
で
あ
り
か
つ
時
に
政
治
的
性
格

の
強
い
刑
罰
と
し
て
顕
現
す
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
た
め
の

一
助
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
権
力
体
の
行
う
刑
罰
の
様
態
を
考
察
す
る
時
、（
Ａ
）
刑

罰
体
系
│
│
諸
犯
罪
と
そ
の
構
成
要
件
の
体
系
、
お
よ
び
罪
刑
関

係
の
体
系
│
│
、（
Ｂ
）
刑
罰
裁
定
体
系
の
二
点
が
明
ら
か
に
さ

れ
れ
ば
、
そ
の
大
要
は
説
明
さ
れ
た
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
日
本

の
中
世
社
会
に
あ
っ
て
は
、
多
様
な
、
警
察
・
刑
事
司
法
権
力
を

行
使
す
る
権
力
体
が
、
領
域
的
あ
る
い
は
人
格
的
に
並
立
的
・
重

層
的
に
存
在
す
る
。
各
々
の
権
力
体
に
つ
い
て
、（
Ａ
）
は
大
き

く
相
違
す
る
場
合
が
あ
る
。
か
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
し
か

し
あ
る
権
力
体
に
つ
い
て
の
（
Ａ
）・（
Ｂ
）
の
考
察
だ
け
で
は
な

お
不
十
分
で
あ
り
、
同
時
代
の
他
の
権
力
体
の
そ
れ
ら
と
の
比
較

に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（（
α
）
同
時
代
に
お
け

る
権
力
体
と
し
て
の
位
置
）。
そ
れ
と
同
時
に
時
代
的
な
差
異
に

つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
か
か
る
刑
罰
様
態
を
現
出
せ
し
め
た
理

由
は
何
か
、
か
か
る
様
態
が
他
へ
与
え
た
影
響
如
何
が
考
察
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
（（
β
）
因
果
連
関
関
係
の
把
握
）。
ま
た
、
か
よ

う
に
課
題
を
設
定
し
た
上
で
は
、（
Ａ
）・（
Ｂ
）
を
現
出
せ
し
め

た
理
由
を
、（
α
）・（
β
）
と
関
連
さ
せ
つ
つ
、
権
力
体
の
性
格
、

す
な
わ
ち
本
稿
の
場
合
特
に
宗
教
者
と
し
て
の
価
値
観
と
如
何
に

西
大
寺
律
家
の
刑
罰

│
│
中
世
寺
院
に
お
け
る
死
刑
不
科
の
位
置
│
│
（
上
）村

瀬

貴

則

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

一
（
六
三
五
）



関
係
す
る
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
、
一
言
す
れ
ば
宗
教
者
と

し
て
の
刑
罰
観
念
如
何
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（（
γ
）
刑

罰
様
態
と
宗
教
的
価
値
観
と
の
関
係
）。
け
だ
し
、
宗
教
者
は
自

己
・
他
人
あ
る
い
は
社
会
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
理
想
を
追
求
し

つ
つ
活
動
す
る
点
に
お
い
て
俗
界
と
異
な
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ

て
、
刑
罰
が
強
制
的
に
不
利
益
を
蒙
ら
せ
る
点
で
犯
人
そ
れ
自
身

を
動
か
す
だ
け
で
な
く
、
一
般
予
防
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
不

特
定
多
数
の
人
々
の
行
動
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
の
で

あ
る
か
ら
、
か
か
る
姿
勢
が
刑
罰
の
様
態
に
積
極
的
に
か
否
定
的

に
か
影
響
す
る
と
と
り
あ
え
ず
想
定
し
て
も
、
決
し
て
不
毛
な
議

論
に
は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
ま
た
も
し
影
響
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う

結
論
に
な
っ
て
も
、
逆
に
そ
れ
は
そ
れ
で
議
論
す
る
に
価
値
あ
る

対
象
に
も
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

か
か
る
研
究
上
の
視
座
に
お
い
て
、
死
刑
を
考
察
す
る
事
は
重

要
な
論
点
に
な
る
と
考
え
る
。
死
刑
は
、
身
体
刑
の
中
で
最
も
重

い
も
の
で
あ
り
、
個
人
に
お
け
る
最
重
要
の
価
値
の
剥
奪
な
の
で

あ
っ
て
、
刑
罰
体
系
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
は
、
政

治
権
力
の
性
格
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、（
γ
）

の
考
察
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）、
西
大
寺
律
家
（
1
）
は
一
一
条
か
ら

な
る
「
検
断
規
式
（
2
）
」
す
な
わ
ち
刑
事
法
規
を
制
定
し
た
。
そ
こ
に

は
、
制
定
の
契
機
・
理
由
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

狼
藉
出
来
之
時
、
欲
�致
�検
断
�之
処
、
難
義
非
�一
。
進

及
�死
罪
・
流
刑
�者
、
似
�背
�戒
律
之
法
�。
退
待
�自
然
之

冥
罰
�者
、
狼
藉
弥
盛
也
。
依
�之
遺
弟
等
、
或
任
�寄
附
領

掌
之
素
意
�、
或
案
�律
法
久
住
之
大
綱
�、
粗
録
�十
余
条
�、

備
�当
所
之
亀
鏡
�者
也
。

こ
こ
で
律
家
は
、「
死
罪
・
流
刑
」
を
「
背
�戒
律
之
法
�」
の
理

由
で
敢
え
て
法
規
内
に
規
定
し
な
い
と
い
う
歴
史
的
選
択
を
し
た

の
で
あ
る
。

本
稿
は
か
か
る
事
実
を
最
重
要
の
論
点
と
し
、
寺
院
の
刑
罰
研

究
方
法
に
お
け
る
か
か
る
視
座
を
以
っ
て
論
を
進
め
る
。
別
言
す

れ
ば
、
本
稿
の
課
題
は
本
史
料
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
事
で

あ
る
。
考
察
手
順
の
概
略
は
以
下
の
通
り
。
一
章
で
は
検
断
規
式

制
定
に
至
っ
た
過
程
を
、
律
家
（
黒
衣
僧
）
に
よ
る
西
大
寺
別
当

お
よ
び
白
衣
寺
僧
と
の
刑
罰
権
の
抗
争
・
奪
取
過
程
と
し
て
と
ら

え
、
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
の
そ
れ
を
考
察
す
る

（（
Ｂ
）・（
β
）
の
考
察
）。
二
章
で
は
刑
罰
観
念
を
考
究
す
る
が
、

主
に
死
刑
に
つ
い
て
律
家
の
（
Ａ
）
を
白
衣
寺
僧
の
そ
れ
と
比
較

し
、
先
行
研
究
に
学
び
つ
つ
同
じ
く
主
に
大
和
国
諸
寺
院
の
そ
れ

と
比
較
し
、
全
国
へ
と
比
較
対
象
を
広
げ
（（
α
）、
二
章
一
節
）、

最
終
的
に
刑
罰
の
様
態
と
宗
教
的
価
値
観
と
の
関
係
の
考
察

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

二
（
六
三
六
）



（（
γ
）、
二
章
二
節
）
に
至
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は

西
大
寺
律
家
を
主
要
な
考
察
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
を
機
軸
と
し

て
か
よ
う
な
比
較
を
行
う
事
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
よ
り
全
体
的

な
理
解
に
幾
分
で
も
迫
れ
れ
ば
と
考
え
る
。
副
題
を
「
中
世
寺
院

に
お
け
る
死
刑
不
科
の
位
置
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

（
Ａ
）・（
Ｂ
）
お
よ
び
（
α
）〜（
γ
）
の
考
察
す
べ
て
を
満
足
に

行
う
事
は
叶
わ
な
い
が
、
先
の
課
題
に
従
っ
て
で
き
る
限
り
の
解

明
を
志
す
。

か
よ
う
な
課
題
と
視
座
と
に
関
係
す
る
先
行
研
究
は
以
下
の
通

り
。関

係
す
る
研
究
は
数
限
り
な
い
と
思
う
し
、
ま
た
そ
の
問
題
関

心
や
研
究
方
法
は
様
々
で
あ
る
が
、
問
題
関
心
・
研
究
方
法
の
近

似
性
か
ら
な
に
よ
り
も
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
義

江
彰
夫
の
刑
罰
に
関
す
る
一
連
の
研
究
で
あ
る
（
3
）
。
こ
れ
ら
に
通
底

す
る
義
江
の
考
究
姿
勢
は
、「
刑
罰
形
態
」
お
よ
び
「
刑
罰
裁
定

体
系
」
の
考
察
を
以
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
権
力
体
の
特
質
・
性

格
の
考
察
に
至
ろ
う
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
義
江
の
場
合
、

古
代
中
世
過
渡
期
に
お
け
る
公
家
・
国
衙
・
郡
司
の
刑
罰
を
中
心

的
に
考
察
し
、
権
力
体
と
し
て
の
特
質
・
性
格
を
追
及
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
本
稿
で
は
、
考
察
対
象
の
中
心
と
な
る

西
大
寺
律
家
は
大
和
国
の
極
め
て
小
規
模
な
政
治
権
力
体
で
あ
り
、

か
つ
時
代
と
し
て
も
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
で
あ
っ

て
、
中
世
寺
院
に
お
い
て
の
相
対
的
な
位
置
を
追
及
す
る
過
程
で

結
果
的
に
全
体
的
な
理
解
を
目
指
す
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

時
代
と
し
て
も
考
察
対
象
と
し
て
も
彼
我
は
異
な
っ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
宗
教
的
価
値
観
か

ら
の
影
響
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
義
江
と
問

題
関
心
の
一
致
度
は
低
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
義
江
の

研
究
は
未
だ
途
上
で
あ
っ
て
、
寺
院
（
義
江
の
言
葉
で
は
「
寺

家
」）
な
ど
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
論
考
は
後
日
に
期
さ
れ
、
発

表
は
強
く
期
待
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
公
に
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階

で
は
そ
の
内
実
を
深
く
は
知
り
得
な
い
。
し
か
し
「
院
政
期
の
没

官
と
過
料
」
な
ど
に
は
、
寺
院
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
本
稿
と
も
関
係
が
浅
い
と
は
い
え
ず
、
研
究
方
法
そ
れ
自
体

を
含
め
て
継
承
す
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
全
面
的
に

は
首
肯
し
得
ぬ
点
も
あ
り
、
以
後
言
及
し
た
い
。

ま
た
一
九
八
三
年
、
笠
松
宏
至
・
石
井
進
・
網
野
善
彦
・
勝
俣

鎮
夫
に
よ
っ
て
『
中
世
の
罪
と
罰
（
4
）
』
が
発
表
さ
れ
、
社
会
史
と
い

う
視
座
か
ら
中
世
の
罪
・
刑
に
つ
い
て
の
研
究
が
出
た
。
以
後
の

犯
罪
・
刑
罰
に
関
す
る
研
究
は
、
本
書
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受

け
て
い
る
だ
ろ
う
。
殊
に
勝
俣
鎮
夫
の
研
究
「
家
を
焼
く
」
が
後

の
研
究
に
与
え
た
影
響
の
甚
大
で
あ
る
事
、
諸
氏
の
認
め
る
所
で

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

三
（
六
三
七
）



あ
ろ
う
。
勝
俣
の
提
示
し
た
論
点
が
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ

よ
継
承
さ
れ
た
結
果
、
史
料
の
残
存
状
況
の
良
さ
か
ら
、
興
福

寺
・
法
隆
寺
・
薬
師
寺
等
、
大
和
国
諸
寺
院
が
多
く
研
究
対
象
と

な
っ
て
き
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
は
先
に
示

し
た
（
Ａ
）・（
Ｂ
）
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
た
点
が
少
な
く
な
く
、

本
稿
も
、『
中
世
の
罪
と
罰
』
は
も
ち
ろ
ん
、
直
接
・
間
接
に
そ

れ
ら
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の

最
大
の
興
味
関
心
は
、
刑
罰
の
様
態
と
宗
教
的
価
値
観
と
の
関
係

で
あ
っ
て
、
刑
罰
そ
れ
自
体
の
考
察
は
、
そ
れ
の
手
段
に
留
ま
る

点
に
お
い
て
、
諸
研
究
と
は
少
し
く
趣
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
（
5
）
。

一

刑
罰
権
の
変
遷

議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
貞
治
六
年
八
月
、
西
大
寺
律
家
に
よ

っ
て
作
成
さ
れ
た
西
大
寺
敷
地
四
至
内
検
断
規
式
（
以
下
単
に

「
規
式
」
な
ど
と
い
う
）
の
全
文
お
よ
び
明
徳
元
年
（
一
三
九

〇
）
の
追
加
法
を
挙
げ
る
。

史
料
Ａ

西
大
寺
敷
地
四
至
内
検
断
規
式
な
ら
び
に
追
加
（
6
）

（
花

（
西
大
寺
長
老
、
堯
基
）

押
）

定
置

西
大
寺
敷
地
四
至
内
検
断
規
式
条
々

（
第
一
条
）

一
、
殺
害
事

永
追
―�出
其
身
�、
職
所
帯
悉
可
�収
公
�。
於
�住
屋
�者
、
敗

出
可
�焼
―�払
之
�。
但
当
座
口
論
者
、
十
ヶ
年
已
後
加
�評

定
�、
可
�有
�沙
汰
�也
。
親
類
者
、
可
�懸
�六
親
�也
。
六親

沙
汰
者
、
宿

意
時
也
。

（
第
二
条
）

一
、
刃
傷
事

若
依
�宿
意
�者
、
可
�同
�殺
罪
�。
若
依
�当
座
口
論
�者
、

五
ヶ
年
已
後
可
�有
�評
定
�也
。

（
第
三
条
）

一
、
悪
口
并
打
擲
事

先
追
―�出
其
身
�、
奪
�住
屋
所
帯
�之
後
、
経
�三
ヶ
年
�、
可

�有
�沙
汰
�也
。

（
第
四
条
）

一
、
盗
犯
事

若
於
�家
内
之
財
宝
・
田
畠
之
作
毛
�者
、
同
�殺
罪
�、
可

�有
�其
沙
汰
�。
若
於
�山
野
之
竹
木
・
後
園
之
菓
子
�者
、

任
�旧
例
�、
可
�為
�過
料
�也
。

（
第
五
条
）

一
、
沽
酒
事

衆
悪
之
根
源
、
厳
重
之
旧
制
上
者
、
同
�殺
盗
�、
可
�致
�

其
沙
汰
�也
。

（
第
六
条
）

一
、
放
火
事

同
�殺
盗
�、
可
�致
�其
沙
汰
�也
。

（
第
七
条
）

一
、
罪
科
人
寄
宿
事

史
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不
�論
�大
小
�、
同
�本
犯
之
者
�、
可
�致
�其
沙
汰
�也
。

（
第
八
条
）

一
、
一
向
念
仏
衆
事

同
�殺
盗
�、
可
�致
�其
沙
汰
�也
。

（
第
九
条
）

一
、
犯
�他
妻
�事

先
可
�追
―�出
其
身
�。
此
上
事
者
、
加
�評
定
�、
可
�有
�其

沙
汰
�也
。

（
第
一
〇
条
）

一
、
旧
制
違
犯
事

（
叡
尊
）

菩
薩
・（
信
空
）

和
尚
以
来
代
々
之
規
式
、
或
付
�山
野
池
水
�、
或

付
�田
畠
年
貢
�、
其
数
非
�一
。
若
違
犯
之
時
者
、
任
�其

規
式
�、
可
�有
�沙
汰
�也
。

（
第
一
一
条
）

一
、
無
名
入
文
事
似
�落
書
起
請
�。

雖
�狼
藉
出
来
�、
若
不
�露
顕
�者
、
以
�無
名
入
文
�可
�治

定
�也
。
其
次
第
者
、
先
書
手
之
名
字
可
�注
進
�。
寺
僧
方

者
、
公

文
沙
汰
。
僧
坊
方

者
、
知
事
沙
汰
。
次
於
�四
王
堂
�可
�収
―�納
之
�知
事
・
綱
維
・

寺
僧
奉
行

。

次
於
�二
聖
院
�可
�被
�披
�之
。
次
於
�衆
会
�、
加
�評
定
�、

可
�有
�罪
科
�也
。
其
書
手
之
分〔
際
〕
斉
者
、
寺
僧
者
、
可

�為
�上
臈
・
中
臈
�。
郷
民
者
可
�為
�上
十
人
�。
浄
人
者
可

�為
�上
二
十
人
�。
行
者
々
、
可
�為
�上
十
人
�也
。
次
入

文
之
文
草
者
、

敬
白

天
罰
起
請
文
事

右
元
者
、
某
甲
財
宝
、
某
甲
所

�盗
也
。
若
不
�知
者
、

都
不
�知
�之
。
若
偽
申
者
、
日
本
国
大
小
神
祇
、
殊

春
日
四
所
、
別
当
所
鎮
守
石
落
神
・
十
五
所
・
八
幡
三
所
・

清
滝
権
現
・
弁
財
天
・
八
王
子
并
四
王
御
影
御
罰
、
蒙
�

書
手
之
身
�、
現
世
成
�白
癩
黒
癩
�、
当
来
可
�堕
�三
悪
道
�

者
也
。
仍
為
�後
日
�起
請
文
之
状
如
�件
。
落
書
起
請
者
、
嘉
元

二
年
雖
�被
�制
―�
断

之
�、
元
亨
三
年
亦
被
�行
�之
。

開
制
可
�依
�時
者
也
。

狼
藉
出
来
者
、
成
�於
集
会
�、
差
�器
用
之
仁
�僧
中
一
両
、
為
�

奉
行
人
�、
可
�令
�沙
―�汰
之
�。
但
犯
科�
人
若
為
�寺
僧
・
郷

民
�者
、
寺
僧
奉
行
相
共
可
�被
�執
行
�。
若
為
�行
者
・
浄

人
�者
、
知
事
相
共
可
�被
�執
行
�矣
。

（
以
下
ア
）

右
、
件
検
断
職
律
家
管
領
濫
觴
者
、

（
叡
尊
）

先
師
菩
薩
律
法
中
興
之
刻
、
別
当
乗
範
法
印
崇
敬
之
余
、

以
�当
寺
執
行
職
之
検
断
以
下
�、
自
�奉
�寄
―�附
于
興
正
菩

薩
�以
降
、
既
送
�百
余
歳
之
星
霜
�。
其
間
、
数
十
代
別
当
更

無
�違
乱
�、
律
家
一
円
管
領
来
者
也
。（
以
下
イ
）

然
而
近
年
別
当
背
�乗

範
之
寄
附
状
�、
号
�別
当
方
之
使
者
�、
可
�相
綺
�之
由
、
被

�申
之
間
、
去
延
文
元
年
九
月
、
雖
�被
�成
―�下
安
堵

綸
旨
�、

（
以
下
ウ
）

尚
以
依
�不
�止
�其
煩
�、
則
経
�奏
聞
�之
処
、
重
貞
治
六
年

六
月
、
被
�成
―�下
違
勅

綸
旨
�畢
。
其
刻
並
訴
�興
福
寺
�

之
処
、
以
�学
侶
之
群
議
�、
被
�出
�永
代
不
易
之
事
書
�乎
。

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

五
（
六
三
九
）



然
者
、
云
�相
伝
�、
云
�文
証
�、
於
�今
者
、
此
検
断
職
、
律

家
一
円
進
止
之
段
、
永
代
必
定
者
哉

（
以
上
ウ
）。

但
狼
藉
出
来
之
時
、

欲
�致
�検
断
�之
処
、
難
義
非
�一
。
進
及
�死
罪
・
流
刑
�者
、

似
�背
�戒
律
之
法
�。
退
待
�自
然
之
冥
罰
�者
、
狼
藉
弥
盛
也
。

依
�之
遺
弟
等
、
或
任
�寄
附
領
掌
之
素
意
�、
或
案
�律
法
久

住
之
大
綱
�、
粗
録
�十
余
条
�、
備
�当
所
之
亀
鏡
�者
也
。
仍

為
�後
代
�加
�〔
署
〕
暑
判
�之
状
如
�件
。

貞
治
六
年
丁未
八
月
日

蓼
源（
花
押
）
○
以
下
九
名

省
略
。

追
加殺

害
人
事

右
於
�当
座
口
論
�者
、
十
ヶ
年
以
後
加
�評
定
�可
�有
�沙

汰
�之
由
、
依
�被
�定
―�置
之
�、
動
其
煩
出
来
之
間
、
所
詮

於
�向
後
�者
、
不
�論
�当
座
・
宿
意
�、
生
涯
之
間
、
永
不

�可
�有
�免
許
�之
由
、
重
加
�評
定
�、
所
�定
置
�之
状
如
�件
。

明
徳
元
年
庚午
九
月

日

綱
維
英
源（
花
押
）
○
以
下
一

四
名
省
略
。

ま
ず
以
下
の
事
が
わ
か
る
。
規
式
は
、「
一
、
無
名
入
文
事
」

の
内
容
か
ら
、
律
家
に
よ
る
、
白
衣
寺
僧
、
お
よ
び
「
西
大
寺
」

「
四
至
」
内
居
住
民
た
る
「
郷
民
」、
お
よ
び
律
家
側
に
属
し
雑
務

あ
ん
じ
や

に
従
事
す
る
事
も
あ
る
「
行
者
・
浄
人
」（
補
論
参
照
）
に
対
す

る
犯
罪
と
刑
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
規
式
作
成

の
前
提
と
し
て
、
律
家
に
よ
る
彼
ら
に
対
す
る
安
定
的
な
支
配
の

上
で
刑
罰
権
の
存
在
す
る
事
が
と
り
あ
え
ず
推
測
さ
れ
る
│
│
も

ち
ろ
ん
こ
の
事
を
前
提
と
し
て
以
下
論
を
進
め
る
わ
け
で
は
な
い

が
│
│
。
少
な
く
と
も
当
時
の
律
家
が
彼
ら
に
対
す
る
排
他
的
な

刑
罰
権
を
有
す
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
事
は
文
面
上
疑
い
よ
う
が

な
い
。
ま
た
、
自
身
の
刑
罰
権
の
正
統
性
は
、
傍
線
部
ア
に
「
別

当
乗
範
法
印
崇
敬
之
余
、
以
�当
寺
執
行
職
之
検
断
以
下
�」「
奉

（
叡

尊
）

�寄
―�附
于
興
正
菩
薩
�」
と
あ
る
よ
う
に
、
別
当
乗
範
の
在
任
期

（
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）〜
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
（
7
）
））
に
叡
尊

に
対
し
て
権
能
が
譲
渡
さ
れ
た
事
を
以
っ
て
そ
の
根
拠
と
し
て
い

て
、
か
つ
イ
よ
り
近
時
別
当
に
よ
る
妨
害
が
あ
っ
た
事
を
記
し
、

明
ら
か
に
別
当
と
の
対
抗
関
係
を
認
め
る
事
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
以
下
に
詳
し
く
論
証
す
る
が
、
ア
の
部
分
で
乗
範
が

「
当
寺
執
行
職
之
検
断
以
下
」
を
叡
尊
に
「
寄
附
」
し
た
と
は
、

弘
安
元
年
に
西
大
寺
別
当
が
種
々
の
別
当
固
有
権
限
を
律
家
に
譲

渡
し
た
事
を
記
す
「
西
大
寺
別
当
乗
範
置
文
」（
後
掲
史
料
Ｈ
）

の
中
で
、「
一
、
可
�令
�停
―�〔
廃
〕
癈
当
寺
執
行
職
�事
」
の
事
を
指
し

て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
（
8
）
、
こ
の
史
料
の

主
眼
は
、
西
大
寺
「
興
隆
」
の
た
め
に
執
行
職
を
「
停〔
廃
〕
癈
」
し
て

そ
の
得
分
を
修
理
料
等
に
充
当
せ
さ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

史
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「
検
断
職
」
へ
の
言
及
が
な
い
ば
か
り
か
、「
執
行
職
」
の
「
寄

附
」
な
ど
一
言
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
ア
は
極
め
て
疑
問
で
あ
り
、

ま
ず
こ
れ
を
無
視
し
て
論
ず
る
事
と
し
よ
う
。

以
上
の
基
本
的
分
析
に
よ
り
、
以
下
の
論
点
が
考
え
ら
れ
る
。

白
衣
寺
僧
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
叡
尊
が
西
大
寺
に
居
住
し
始

め
た
、
律
家
形
成
の
当
初
は
、
か
よ
う
な
排
他
的
な
権
能
は
無
か

っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
如
何
な
る
過
程
を
経
て
規
式
の
如
き
状
態
と

な
っ
た
の
か
、
お
よ
び
両
者
の
間
で
の
刑
罰
裁
定
の
あ
り
方
が
解

明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
一
章
一
節
）。
次
に
別
当
と
の
関
連

で
い
え
ば
、
や
は
り
律
家
形
成
の
当
初
は
か
よ
う
な
権
能
は
無
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
平
安
後
期
以
降
、
勅
願
系
大
寺
社
の
寺
内

犯
罪
は
所
司
、
特
に
別
当
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
（
9
）、
こ
れ
を
別
当
の
固
有
権
限
と
見
な
す
事
が
で
き
る
が
、
如
何

な
る
過
程
で
か
か
る
別
当
の
刑
罰
権
が
移
動
し
た
か
、
ま
た
イ
の

記
述
に
つ
い
て
他
史
料
を
交
え
て
考
察
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
一
章
二
節
）。
つ
ま
り
律
家
が
如
何
に
し
て
白
衣
寺
僧
・
別
当
か

ら
刑
罰
権
を
奪
っ
て
い
っ
た
の
か
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、
一
般
に
犯
罪
が
起
こ
っ
て
刑
罰
が
執
行
さ
れ
る
ま
で
に

は
、
い
く
つ
か
の
裁
定
過
程
を
経
る
。
場
合
に
よ
り
様
々
な
形
態

が
考
え
ら
れ
る
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
�
犯
罪
の
認
知
・
捜
査
、

�
犯
罪
実
否
考
量
・
量
刑
（
�
刑
罰
判
決
）、
�
科
刑
の
三
段
階

に
分
け
る
事
が
で
き
よ
う
。
職
権
主
義
的
な
、
す
な
わ
ち
能
動
的

な
そ
れ
は
�
か
ら
始
ま
り
、
刑
事
司
法
裁
判
者
と
し
て
の
当
事
者

主
義
的
な
、
す
な
わ
ち
受
動
的
な
そ
れ
は
�
か
ら
始
ま
る
。
こ
の

内
、
警
察
権
と
も
い
う
べ
き
�
の
権
限
、
科
刑
権
と
も
い
う
べ
き

�
の
権
限
は
、
共
に
刑
罰
権
を
構
成
す
る
と
い
う
べ
き
重
要
な
権

限
で
あ
る
が
、
�
刑
罰
判
決
権
が
刑
罰
権
に
お
い
て
必
要
不
可
欠

の
構
成
権
限
で
あ
る
。
規
式
記
載
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
確
か
に
�

は
律
家
の
所
轄
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
犯
人
未
知
の
時
に
実
施
さ

れ
る
「
無
名
入
文
」（
第
一
一
条
）
か
ら
は
明
ら
か
に
�
も
律
家

の
所
轄
の
場
合
が
あ
る
と
し
て
よ
い
。
そ
れ
以
外
は
そ
れ
ぞ
れ
の

行
為
の
分
担
な
い
し
権
限
に
つ
い
て
特
に
明
記
は
な
い
が
、
す
べ

て
律
家
の
所
轄
と
は
即
断
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
以
下

慎
重
に
考
察
す
る
事
に
し
よ
う
。
ま
た
、
た
と
え
�
の
裁
定
が
行

わ
れ
て
も
�
が
実
現
し
な
け
れ
ば
意
味
の
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

刑
罰
権
力
の
資
源
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
点
は
二
章
一
節
で
考
察
す

る
事
と
す
る
（
10
）
。

一
―
一

白
衣
寺
僧
と
の
関
係

以
下
西
大
寺
白
衣
寺
僧
は
、「
白
衣
僧
」（
二
章
後
述
）
と
区
別

す
る
意
味
で
、
主
に
「
寺
僧
」
と
い
う
事
に
す
る
。

規
式
作
成
よ
り
十
数
年
前
の
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）、
浄
人

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

七
（
六
四
一
）



（
下
部
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
次
郎
入
道
に
対
す
る
殺
人
事
件
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
律
家
・
寺
僧
間
に
「
検
断
」
に
関
す
る
相
論
が

起
こ
り
、
最
終
的
に
刑
事
裁
判
機
関
た
る
興
福
寺
学
侶
の
裁
定
に

よ
り
寺
僧
側
が
敗
訴
と
な
っ
た
（
以
下
文
和
の
相
論
な
ど
と
略

記
（
11
））。
詳
し
い
事
件
・
訴
訟
の
経
過
は
、
田
中
稔
の
研
究
（
12
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。
こ
の
時
寺
僧
は
、
学
侶
か
ら
の
刑
罰
の
、
律
家
側
の

提
案
に
よ
る
代
替
と
し
て
、
学
侶
の
立
会
い
の
下
に
律
家
に
対
し

て
請
文
�
誓
約
書
を
提
出
し
た
。

史
料
Ｂ

西
大
寺
白
衣
寺
僧
連
署
請
文
（
13
）

謹
請
申

西
大
寺
白
衣
寺
僧
等
対
�律
家
�不
�可
�現
�不
儀
�間
事

右
子
細
者
、
今
度
閉
門
・
逐
電
事
、
不
�牒
―�申
律
家
�而
、

任
�雅
意
�及
�嗷
訴
�之
条
、
背
�弘
安
・
元
亨
両
度
請
文
�之

由
、
蒙
�御
愆
�。
此
条
誠
無
�処
�于
遁
申
�、
殊
恐
存
者
也
。

仍
向
後
可
�存
知
�条
々
。

一
、
於
�寺
辺
�、
云
�律
家
行
者
・
下
部
�、
云
�郷
民
�、
称

�有
�其
科
�、
不
�申
―�入
別
当
�、
不
�蒙
�律
家
許
可
�而
、

直
不
�可
�行
�自
由
之
検
断
�事
。

（
中
略
）

文
和
三
年
八
月
九
日

公
文（
勝
禅
房
）

範
盛（
花
押
）
○
以
下
二

七
名
省
略
。

こ
れ
は
、
行
者
・
下
部
（
浄
人
）・
郷
民
に
対
す
る
刑
罰
に
お
け

る
、
前
代
か
ら
の
両
僧
の
あ
り
方
を
明
記
し
文
章
と
し
て
確
認
し

た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
郷
民
・
行
者
・
浄
人
の

犯
罪
に
対
し
て
の
、
両
僧
お
よ
び
別
当
の
裁
定
の
有
り
方
、
つ
ま

り
刑
罰
の
裁
定
体
系
を
実
際
の
事
例
と
共
に
見
て
い
こ
う
。
な
お
、

検
出
事
例
は
す
べ
て
浄
人
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郷

民
・
行
者
に
対
す
る
そ
れ
に
演
繹
し
一
般
化
し
て
も
問
題
は
な
い

だ
ろ
う
。

ま
ず
、
史
料
Ｂ
に
よ
っ
て
律
家
・
別
当
が
許
可
し
な
か
っ
た
場

合
、
い
ず
れ
に
し
て
も
寺
僧
は
刑
罰
を
行
い
得
ず
、
請
文
通
り

「
自
由
之
検
断
」
と
な
っ
て
し
ま
う
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
ど
ん

な
時
で
も
「
検
断
」
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
事
で
は
な

く
、
限
定
的
な
禁
止
規
定
の
文
脈
で
こ
そ
読
む
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
一
つ
の
有
り
方
は
、
寺
僧
側
が
�
の
犯
罪
認

知
・
捜
査
を
行
っ
た
場
合
、
律
家
ま
た
は
別
当
に
刑
罰
を
申
請
し

て
裁
可
さ
れ
れ
ば
刑
罰
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
、

寺
僧
が
犯
罪
の
存
在
を
認
知
し
捜
査
し
、
律
家
に
「
牒
申
」
し
て

刑
罰
の
許
可
を
得
、
寺
僧
側
が
科
刑
を
実
行
す
る
と
い
う
過
程
を

裁
定
過
程
１
と
す
る
（
図
１
参
照
）。
文
和
の
相
論
に
お
い
て
、

次
郎
入
道
は
律
家
に
よ
り
「
罪
科
」
を
受
け
て
追
放
さ
れ
て
い
た

の
だ
が
、
浄
人
の
勤
蔵
法
師
が
次
郎
入
道
を
「
潜
雇
」
っ
た
た
め

次
郎
入
道
と
「
同
意
」
の
者
で
あ
る
と
し
て
、
勤
蔵
法
師
に
つ
い

史
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て
「
可
�有
�尋
御
沙
汰
�。
自
�寺
僧
方
�遣
�使
、
可
�尋
沙
汰
�候

也
」
と
寺
僧
側
は
律
家
に
対
し
て
申
し
入
れ
た
。
律
家
側
は
、

「
自
�僧
中
�相
尋
、
可
�致
�沙
汰
�」
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
の

だ
が
、
逆
に
通
常
の
場
合
、
嫌
疑
者
の
発
見
と
捜
査
が
寺
僧
に
も

担
わ
れ
て
い
る
状
態
が
存
在
し
た
と
し
て
良
い
。
次
に
、
寺
僧
側

は
、
別
当
の
、「
寺
僧
若
輩
」
に
よ
る
次
郎
入
道
の
殺
害
に
関
す

る
尋
問
に
対
し
、
そ
の
説
明
と
し
て
「
依
�為
�律
家
下
部
�、
自
�

黒
衣
方
�、
称
�盗
人
�、
被
�加
�罪
科
�候
間
、
任
�先
例
�、
致
�厳
密

沙
汰
�」
と
回
答
し
た
（
14
）
。
こ
の
事
は
、
律
家
の
主
張
と
食
い
違
い
、

ま
た
こ
の
後
に
説
明
が
二
転
三
転
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
で

も
こ
の
時
寺
僧
側
が
も
っ
と
も
ら
し
い
弁
明
を
し
た
と
考
え
ら
れ

る
事
、
ま
た
「
任
�先
例
�」
と
言
う
事
か
ら
見
て
、
通
常
は
こ
の

寺
僧
の
回
答
の
よ
う
な
タ
イ
プ
１
の
裁
定
過
程
を
想
定
す
る
事
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
明
徳
元
年
に
寺
僧
は
律
家
に
対
し
て
次

の
請
文
を
提
出
し
た
。

史
料
Ｃ

西
大
寺
白
衣
寺
僧
連
署
請
文
（
15
）

謹
請
申

西
大
寺
白
衣
寺
僧
等
、
不
�蒙
�律
家
許
可
�、
不
�可
�致
�

自
由
検
断
�事
。

右
子
細
者
、
就
�去
四
月
八
日
夜
石
塔
院
盗
犯
事
�、
若
輩
寺

僧
等
称
�教
力
法
師
所
行
�、
卒
爾
発
向
、
焼
―�払
彼
住
居
�之

間
、
背
�度
々
請
文
�、
致
�自
由
検
断
�之
由
、
蒙
�御
愆
�之

条
、
誠
無
�処
�于
遁
申
�、
殊
恐
存
者
也
。
於
�向
後
�者
、

於
�寺
辺
�、
云
�律
家
之
行〔
者
〕
□
・
下
部
�、
云
�郷
民
�、
称
�有
�

其
科
�、
不
�蒙
�律
家
許
可
�、
直
不
�可
�致
�自
由
之
検
断
�者

也
。
凡
大
小
事
任
�弘
安
以
来〔
之
〕
□
請
文
�、
都
不
�可
�存
�自
由

儀
�之
由
、
寺
僧
等
加
�連〔
署
〕
暑
�、
所
�請
申
�之
状
如
�件
。

図 1 裁定過程 1および 2概略図

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

九
（
六
四
三
）



明
徳
元
年
庚午
九
月
六
日

供
僧
知
蔵（
花
押
）
○
以
下
一
二

名
略
。

こ
の
史
料
は
、
史
料
Ｂ
と
誓
約
内
容
が
、
Ｂ
に
は
あ
る
「
不
�申
―�

入
別
当
�」
が
な
い
事
を
除
き
（
こ
の
点
一
七
頁
で
後
述
）
ほ
ぼ

同
文
で
あ
っ
て
、
や
は
り
前
代
か
ら
の
両
者
の
関
係
を
再
確
認
し

た
も
の
と
し
て
よ
い
。
誓
約
の
契
機
は
、「
盗
犯
」
の
処
断
に
関

し
、
寺
僧
が
、「
教
力
法
師
（
16
）
」
の
「
所
行
」
と
断
定
し
「
卒
爾
」

に
「
焼
払
」
と
い
う
刑
罰
を
加
え
た
事
で
あ
る
。
律
家
か
ら
の
非

難
の
対
象
は
、「
不
�蒙
�律
家
許
可
�」
に
「
卒
爾
」
に
行
動
し
た

事
で
あ
っ
て
、
犯
人
の
捜
査
に
対
し
て
特
別
な
非
難
は
見
え
な
い

し
、
逆
に
「
許
可
」
さ
え
あ
れ
ば
、
刑
罰
も
行
い
得
る
と
い
う
事

が
で
き
る
。
タ
イ
プ
１
の
裁
定
過
程
が
異
常
の
場
合
で
は
な
か
っ

た
事
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
有
り
方
は
、
律
家
側
が
許
可
を
出
さ
な
い

場
合
、
別
当
に
「
申
入
」
れ
て
許
可
が
出
た
場
合
、
寺
僧
に
よ
っ

て
科
刑
が
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
裁
定
過
程
２
と
す
る
。

図
１
参
照
）。
先
の
事
例
の
続
き
だ
が
、
律
家
側
が
勤
蔵
法
師
に

「
尋
沙
汰
」
し
た
と
こ
ろ
、
証
拠
が
無
か
っ
た
か
ら
か
、「
以
�起

請
文
�可
�晴
申
�」
と
い
う
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
「
失
�面

目
�」
と
し
て
不
服
と
し
た
寺
僧
は
、
律
家
を
介
さ
ず
直
接
勤
蔵

法
師
に
「
今
夕
明
旦
之
間
、
寺
僧
若
輩
等
汝
所
押
寄
可
�打
殺
�」

と
宣
告
し
た
が
、
律
家
側
の
命
で
行
者
・
浄
人
側
が
「
神
水
」
し

て
防
禦
の
姿
勢
を
見
せ
た
た
め
か
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て

次
に
寺
僧
側
は
、
や
は
り
勤
蔵
の
所
に
来
て
「
今
明
之
間
、
別�

当�

（
マ
ヽ
）

御�

使�

被�

�差�

下�

�、
寺�

僧�

相�

共�

汝
家
押
寄
破
却
家
内
可
�罷
―�取
資

財
�」（
圏
点
筆
者
、
以
下
同
じ
）
と
告
げ
た
。
こ
の
時
、
律
家
側

は
、
別
当
側
に
対
し
て
「
寺
僧
等
縦
種
々
雖
�執
申
旨
候
�、
自
�是

可
�進
�僧
候
。
其
間
努
々
物
�
御
沙
汰
不
�可
�有
」
と
伝
達
し
、

少
別
当
経
寛
・
別
当
範
宗
両
者
も
そ
の
旨
了
解
し
、
本
件
に
関
す

る
律
家
・
寺
僧
の
言
い
分
を
聞
く
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ

り
、
寺
僧
は
律
家
の
処
断
に
対
す
る
不
服
か
ら
別
当
に
科
刑
の
許

可
を
申
請
し
て
い
た
事
、
律
家
と
し
て
も
別
当
の
決
定
に
は
抗
う

事
が
で
き
な
か
っ
た
事
が
、
窺
が
わ
れ
る
（
17
）
。
こ
れ
は
実
現
は
し
な

か
っ
た
が
裁
定
過
程
２
が
存
在
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
史
料

Ｂ
の
請
文
の
内
容
を
裏
付
け
る
。

二
つ
の
裁
定
過
程
の
存
在
か
ら
、
例
外
と
し
て
、
請
文
か
ら
は

読
み
取
れ
な
い
が
緊
急
の
場
合
は
あ
っ
た
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

律
家
側
あ
る
い
は
別
当
の
許
可
を
と
っ
て
い
れ
ば
、
犯
罪
者
を
逃

す
可
能
性
が
高
い
状
況
は
、
当
然
に
存
在
し
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
（
18
）
。
寺
僧
側
は
、
律
家
に
対
し
、
次
郎
入
道
を

「
五
月
廿
八
日
夜�

」「
次
郎
入
道
本
盗
犯
之
上
、
今
又
盗
苗
重
犯
者

之
間
、
為
�若
輩
之
沙
汰
�、
打
殺
候
了
」
と
報
告
し
た
。
現
場
は

史
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「
夜
」
だ
と
す
れ
ば
、
現
行
犯
に
対
す
る
刑
罰
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

律
家
は
、
こ
れ
も
「
重
背
�先
規
�、
於
�寺
辺
�、
自
由
検
断
無
理
殺

害
、
甚
以
不
�可
�然
」
と
批
判
す
る
の
だ
が
、
寺
僧
側
か
ら
す
れ

ば
、
わ
ざ
わ
ざ
報
告
を
し
て
い
る
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
事
後
報
告

に
よ
る
裁
可
を
求
め
、
当
然
裁
可
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
当
然
に
事
後
報
告
の
義
務
が
あ
っ

た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
律
家
の
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
別

当
に
裁
可
を
請
う
時
間
的
余
裕
が
無
い
時
に
は
、
緊
急
に
科
刑
し
、

事
後
に
別
当
に
裁
可
を
仰
ぐ
場
合
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
に
見
た

通
り
、
律
家
に
よ
っ
て
起
請
文
に
よ
る
弁
明
の
み
の
処
分
と
な
っ

た
勤
蔵
法
師
に
対
し
て
、
寺
僧
独
自
に
科
刑
を
し
よ
う
と
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
律
家
は
、
�
に
も
�
に
も
関
わ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
実
際
、
先
に
見
た
通
り
勤
蔵
法
師
の
犯
罪
に
対
し
て
「
尋
沙

汰
」
を
し
た
の
は
律
家
で
あ
る
。
ま
た
、
律
家
は
、「
草
履
」
を

盗
ん
だ
次
郎
入
道
に
対
し
て
、「
追
―�出
当
所
�、
被
�破
―�却
舎

宅
�」
と
い
う
刑
罰
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
処
断
に
関
し
、
寺
僧

側
は
「
寺
僧
等
不
�触
承
�之
条
、
若
輩
失
�面
目
�候
」
と
い
っ
て

い
る
か
ら
、「
破
―�却
舎
宅
�」
に
寺
僧
が
関
係
し
て
い
な
い
の
は

確
実
で
あ
る
。
ま
た
、「
正
平
六
年
九
月
五
日
神
事
」（
一
三
五

一
）
の
時
、「
当
寺〔
浄
ヵ
〕

□
人
性
一
法
師
布
小
袖
盗
人
被
�取
」
と
い
う

事
件
が
起
き
た
時
、
律
家
は
「
内�

々�

検�

知�

之
処
、
当
寺
下
部
又
法

師
盗
取
之
間
、
同
年
十
二
月
廿
八
日
取
返
了
」、
次
に
は
「
為
�知

事
沙
汰
�、
彼
住
屋
如
�形
焼
了
」
と
し
て
い
て
（
19
）
、
�
は
も
ち
ろ
ん
、

�
・
�
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。
こ
こ
で
「
知
事
」
は

律
家
側
の
役
職
で
あ
る
。

但
し
、
い
か
な
る
状
況
で
も
�
に
寺
僧
が
関
与
し
得
な
か
っ
た

か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、「
所
之
制
法
」

の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
両
方
「
和�

合�

」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

制
定
年
次
は
不
明
で
あ
り
、
律
家
三
ヶ
条
が
「
麦
盗
・
苗
盗
・
薪

盗
」
で
、
白
衣
寺
僧
二
ヶ
条
が
「
穂
拾
并
田
餅
買
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
「
制
法
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
次
郎
入
道

殺
害
に
関
す
る
別
当
裁
判
に
際
し
て
の
「
制
法
」
を
め
ぐ
る
両
僧

の
言
い
分
（
20
）
、
お
よ
び
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
計
五
ヶ

条
の
制
法
と
は
、
両
者
の
合
意
に
基
づ
く
、
専
決
裁
定
権
の
分
掌

を
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
中
世
「
在
地
」
に
あ

っ
て
一
般
に
盗
み
が
死
刑
相
当
の
重
罪
で
あ
っ
た
事
が
笠
松
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
21
）
。
大
和
国
に
お
い
て
も
こ
の
事
は
強
く
肯

定
で
き
る
（
二
章
後
述
）。
律
家
・
寺
僧
両
者
に
と
っ
て
盗
犯
が

重
罪
で
あ
る
事
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
寺
僧
に
と
っ
て
は
、
文
和

相
論
の
時
、「
次
郎
入
道〔
元
〕
本
盗
犯
之
上
、
今
又
盗
苗
重
犯
者
之
間
、

為
�若
輩
之
沙
汰
�、
打
殺
候
了
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

一
一
（
六
四
五
）



正
平
の
盗
犯
事
件
で
は
、
寺
僧
は
恐
ら
く
律
家
と
は
別
に
行
動
し

「
発
向
」
し
て
、
又
法
師
夫
妻
が
逐
電
し
た
た
め
子
息
が
「
打

殺
」
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
律
家
に
と
っ
て
も
、
死
刑
で
は
な
い

も
の
の
、
規
式
で
は
殺
人
と
同
じ
最
重
犯
罪
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
穂
拾
」
な
る
犯
罪
は
、
二
説
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
稲
の
刈

り
取
り
お
よ
び
そ
の
後
の
運
送
の
過
程
で
、
不
慮
に
少
量
落
ち
て

し
ま
う
稲
の
「
穂
」
を
「
拾
」
う
事
だ
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な

少
量
の
「
穂
」
で
も
収
穫
者
ま
た
は
租
税
等
収
取
者
の
所
有
を
認

め
る
と
い
う
点
に
、「
穂
拾
」
の
犯
罪
観
が
成
立
し
て
い
る
の
だ

と
す
る
な
ら
ば
、「
拾
」
う
量
は
極
々
限
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
事

か
ら
し
て
、「
麦
盗
・
苗
盗
・
薪
盗
」
な
ど
の
行
為
に
よ
っ
て
奪

取
さ
れ
る
量
に
比
べ
て
少
な
い
と
す
る
事
は
可
能
で
あ
り
、
こ
れ

ら
よ
り
軽
罪
と
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
荒
木

敏
夫
の
平
安
期
の
研
究
（
22
）
を
参
考
と
す
れ
ば
、
稲
刈
り
後
の
落
穂
を

拾
う
行
為
に
は
、
田
地
経
営
者
に
雇
傭
さ
れ
た
労
働
者
そ
の
人
の

み
の
付
加
報
酬
と
い
う
面
と
、
零
落
者
の
た
め
の
社
会
的
救
恤
と

い
う
面
と
が
あ
る
。
か
か
る
労
働
者
お
よ
び
零
落
者
以
外
の
穂
拾

い
行
為
が
、「
穂
拾
」
の
犯
罪
を
成
立
さ
せ
る
要
件
だ
と
し
て
も
、

被
害
の
度
合
い
も
可
能
性
も
測
り
難
く
、
被
害
者
の
片
方
が
社
会

的
弱
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
よ
も
や
重
罪
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
田
餅
買
」
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
犯
罪
名
の
列
挙

の
順
番
か
ら
し
て
「
穂
拾
」
よ
り
軽
罪
と
す
る
事
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
結
局
、
刑
罰
の
裁
定
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
五
ヶ
条
の
区

分
か
ら
考
え
れ
ば
、
三
ヶ
条
の
重
罪
従
っ
て
重
刑
は
律
家
が
、
二

ヶ
条
の
軽
罪
従
っ
て
軽
刑
は
寺
僧
側
が
専
権
的
に
裁
定
な
い
し
判

決
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
よ
う
な
権
限
区
分
は
、

両
者
の
合
意
の
上
に
お
い
て
、
律
家
の
刑
罰
権
の
優
位
性
を
認
め

る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
文
和
の
前
後
の
頃
に
は
、
寺
僧
は
、
�
・
�
に

は
関
与
し
得
て
も
、
緊
急
時
お
よ
び
制
法
二
ヶ
条
の
例
外
を
除
き
、

原
則
�
す
な
わ
ち
刑
罰
判
決
の
権
限
は
有
し
な
い
事
が
わ
か
る
。

�
は
律
家
・
別
当
が
握
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
律
家
・
別
当
両
者

の
関
係
は
、
過
程
２
か
ら
わ
か
る
通
り
、
行
者
以
下
の
犯
罪
の
刑

罰
、
も
っ
と
言
え
ば
治
安
維
持
に
関
し
て
、
別
当
は
律
家
よ
り
一

段
上
級
の
権
能
者
と
い
う
事
が
で
き
る
。
但
し
こ
れ
は
少
な
く
と

も
文
和
頃
の
段
階
の
事
で
あ
る
。

裁
定
過
程
１
が
、
い
つ
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
、
確
か
な

事
は
言
え
な
い
。
但
し
、
後
代
の
明
徳
の
頃
で
も
継
続
し
て
い
た

事
は
、
史
料
Ｃ
か
ら
わ
か
る
。「
制
法
」
も
い
つ
か
ら
存
在
し
て

い
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
事
は
次
節
の
考
察
と
合
わ

せ
て
考
え
た
い
。
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一
―
二

別
当
と
の
関
係

黒
白
僧
は
、
彼
ら
独
自
に
「
制
法
」
を
制
定
し
て
い
て
、
被
支

配
者
、
す
な
わ
ち
行
者
・
浄
人
・
郷
民
の
犯
罪
の
処
断
は
、
基
本

的
に
は
両
僧
に
担
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
別
当
が
積
極
的

に
関
わ
る
の
は
、
主
と
し
て
支
配
者
で
あ
る
所
の
黒
白
両
僧
の
犯

罪
に
つ
い
て
と
考
え
ら
れ
る
。
別
当
が
刑
罰
に
関
わ
る
あ
り
方
は
、

結
論
的
に
は
二
形
態
あ
る
。
一
つ
は
、
刑
事
裁
判
者
と
し
て
受
動

的
に
と
い
う
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
職
権
者
、
も
っ
と
い
え
ば
治

安
維
持
の
た
め
の
上
級
権
能
者
と
し
て
能
動
的
に
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
裁
定
過
程
２
は
、
前
者
の
形
態
で
あ
る
。
行
者
以
下
の
犯

罪
に
能
動
的
に
関
わ
る
事
例
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
（
23
）
、
権
能
者

と
し
て
重
要
な
の
は
両
僧
侶
に
対
し
て
の
場
合
と
考
え
ら
れ
、
以

下
ま
ず
文
和
・
延
文
頃
ま
で
の
状
況
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。

受
動
的
な
ケ
ー
ス
は
、
文
和
の
相
論
に
お
い
て
、
律
家
が
、
次

郎
入
道
を
殺
害
し
た
寺
僧
を
別
当
に
訴
え
て
、
別
当
は
裁
定
し
て

刑
罰
を
行
お
う
と
し
た
事
が
該
当
す
る
。
こ
の
時
別
当
範
宗
が

「
検
断
之
沙
汰
」
と
言
及
し
て
い
る
事
（
24
）
か
ら
し
て
、
裁
判
者
と
し

て
の
受
動
的
な
刑
罰
裁
定
で
あ
る
と
し
て
間
違
い
な
い
。
次
に
、

嘉
暦
三
年
（
一
三
二
八
）
の
後
醍
醐
天
皇
綸
旨
を
挙
げ
る
。

史
料
Ｄ

後
醍
醐
天
皇
綸
旨
（
25
）

当
寺
罪
科
寺
僧
等
、
不
�預
�勅
免
�之
輩
乱
入
事
。
奏
聞
之

処
、
自
由
之
企
太
不
�可
�然
。
厳
密
可
�令
�致
�其
沙
汰
�給

�之
由
、

天
気
所
�候
也
。
仍
執
達
如
�件
。

（
嘉
暦
三
年
）

七
月
廿
七
日

宮
内
�（
堀
川
）

光
継

謹
上

西
大
寺
別
当
僧
正
御
房

「
勅
免
」
さ
れ
て
い
な
い
「
罪
科
寺
僧
」
が
西
大
寺
に
乱
入
す
る

事
に
つ
い
て
、
処
罰
を
す
る
よ
う
西
大
寺
別
当
某
に
命
じ
た
綸
旨

で
あ
る
。
本
史
料
は
、
現
在
正
文
が
西
大
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。

そ
し
て
中
世
以
来
の
所
蔵
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
本
史
料
所
載

の
宛
先
は
別
当
で
あ
る
が
、
現
在
の
西
大
寺
文
書
が
律
家
側
に
よ

っ
て
集
積
さ
れ
伝
世
し
て
き
た
事
（
26
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
最
終
的
な
受

領
者
は
西
大
寺
律
家
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
世
の
文
書
授
受
の
手

続
き
（
27
）
か
ら
推
し
て
、
本
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
律
家
側
が
最

上
で
あ
る
事
が
導
か
れ
る
。
従
っ
て
律
家
側
の
意
思
の
発
現
に
よ

っ
て
、
結
果
的
に
齎
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上

を
是
と
す
れ
ば
、
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、

律
家
側
が
別
当
に
史
料
の
如
き
状
態
の
打
開
を
求
め
別
当
に
訴
え

た
が
、
否
定
さ
れ
た
た
め
に
補
任
者
で
あ
る
所
の
天
皇
に
訴
え
、

結
果
別
当
に
命
が
下
っ
た
。
他
方
は
、
律
家
が
別
当
に
訴
え
、
別

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

一
三
（
六
四
七
）



当
は
基
本
的
に
同
意
し
た
が
、
事
態
の
打
開
に
は
よ
り
高
権
の
意

思
が
必
要
と
考
え
、
天
皇
に
訴
え
て
綸
旨
が
下
っ
た
。
私
は
、
後

者
の
場
合
が
妥
当
と
考
え
る
。「
不
�預
�勅
免
�之
輩
」
す
な
わ
ち

過
去
に
天
皇
（
ま
た
は
院
）
に
よ
っ
て
重
犯
罪
者
と
さ
れ
た
人
間

の
処
罰
を
継
続
す
る
に
は
、
他
な
ら
ぬ
現
天
皇
の
意
思
が
必
要
だ

っ
た
と
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
正
し
け
れ
ば
│
│
も
し

仮
に
前
者
の
場
合
で
も
│
│
、
逆
に
、
当
然
天
皇
（
ま
た
は
院
）

に
裁
可
を
仰
ぐ
必
要
の
無
い
時
は
、
別
当
が
裁
判
者
と
し
て
受
動

的
に
処
断
な
い
し
刑
罰
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
能

動
的
な
ケ
ー
ス
は
、
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
の
律
家
と
別
当
と

の
検
断
相
論
の
時
に
寺
僧
と
俗
人
に
対
し
て
の
事
例
が
見
え
る
が
、

こ
れ
は
す
ぐ
後
に
検
討
す
る
。
律
家
に
対
し
て
は
史
料
に
見
ら
れ

な
い
が
、
正
平
六
・
七
年
の
盗
犯
事
件
に
際
し
て
例
外
的
に
律
家

所
属
の
浄
人
に
対
し
て
の
刑
罰
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
28
）
。

以
上
は
、
別
当
の
刑
罰
権
の
あ
り
方
の
、
文
和
・
延
文
頃
ま
で

の
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
寺
辺
の
居
住
民
（
行
者
・
浄

人
・
郷
民
）
だ
け
で
は
な
く
、
寺
内
僧
侶
に
対
し
て
も
、
治
安
維

持
に
関
し
て
律
家
よ
り
一
段
上
級
の
権
能
者
と
評
価
で
き
る
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
律
家
の
形
成
以
前
に
も
別
当
と
寺
僧
と
の
関
係
に

お
い
て
か
か
る
立
場
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

か
よ
う
な
状
況
に
決
定
的
に
変
化
が
現
れ
た
の
は
、
延
文
五
年

に
起
き
た
白
衣
寺
僧
等
刃
傷
事
件
に
際
し
て
の
律
家
と
別
当
と
の

検
断
相
論
（
29
）
の
時
以
降
で
あ
る
（
以
下
「
延
文
の
相
論
」
と
略
記
）。

こ
の
相
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
。
延
文
五
年
七

月
、
西
大
寺
「
寺
中
」
に
お
い
て
、
寺
僧
永
胤
と
春
乙
丸
と
の

「
喧
嘩
」
が
あ
り
、
刃
傷
に
及
ん
だ
。
こ
れ
に
つ
き
、
律
家
側
か

ら
刃
傷
さ
れ
た
永
胤
に
尋
問
し
た
と
こ
ろ
、「
戯
論
之
所
為
」
と

回
答
し
た
の
で
、
は
じ
め
特
に
処
罰
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
別
当

公
憲
側
は
、
独
自
に
「
刃
傷
」
の
事
実
を
重
く
見
て
処
罰
す
る
と

通
達
。
律
家
は
、
使
者
を
別
当
公
憲
の
許
に
派
遣
し
、「
検
断
事
、

任
�先
規
�、
律
家
可
�施
行
�」
旨
、
伝
え
た
。
別
当
は
「
相
共
可

�致
�沙
汰
�」
と
主
張
。
し
か
し
、
律
家
は
、
別
当
に
連
絡
せ
ず
、

先
に
律
家
側
で
処
罰
を
実
行
し
永
胤
・
春
乙
丸
両
者
に
対
し
「
追

出
」・「
収
公
」
な
ど
を
行
っ
た
。
一
方
、
別
当
も
事
後
だ
が
ほ
ぼ

同
時
に
検
断
の
使
者
を
西
大
寺
に
派
遣
。
こ
こ
に
至
り
当
事
者
間

で
解
決
が
困
難
に
な
り
、
律
家
は
、
大
乗
院
門
跡
・
興
福
寺
別
当

孝
覚
に
「
口
入
」�
仲
介
を
依
頼
し
た
。
種
々
問
答
が
あ
っ
た
が
、

孝
覚
は
、
大
略
律
家
の
主
張
を
認
め
、
別
当
は
、
検
断
の
使
者
を

召
還
し
、
相
論
は
終
結
し
た
。

こ
れ
は
両
者
に
よ
る
能
動
的
な
刑
罰
裁
定
に
関
す
る
争
い
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
律
家
は
、
別
当
の
刑
罰
権
を
否
定
す
る
一

前
例
を
作
っ
た
事
に
な
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
初
め
て
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律
家
が
、
排
他
的
な
、
す
な
わ
ち
別
当
と
交
わ
ら
な
い
自
身
の
刑

罰
権
の
正
統
性
に
つ
い
て
、
別
当
乗
範
の
代
に
叡
尊
に
対
し
て

「
依
�律
家
崇
敬
之
志
�」「
有
�検
断
譲
与
之
儀
�」、
と
主
張
し
た

事
で
あ
る
（
30
）
。

も
う
ひ
と
つ
正
統
性
・
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
、
律
家
は
、
前

代
の
範
宗
の
時
代
の
綸
旨
等
を
提
示
し
た
（
31
）
。

史
料
Ｅ

西
大
寺
別
当
範
宗
書
状
案

西
大
寺
敷
地
四
至
内
并
戌
亥
山
谷
々
田
畠
等
検
断
事
。
（
西
大
覚
真

上
人
寺
長
老
）
任
�申
請
之
旨
�、
被
�申
�
綸
旨
�候
之
条
、
不
�可

�有
�子
細
�候
。
且
元
亨

勅
裁
分
明
候
歟
。
得
�御
意
�、
申

御
沙
汰
候
哉
。
恐
々
謹
言
。

延
文
元六
月
十
六
日

範
宗

史
料
Ｆ

後
光
厳
天
皇
綸
旨
案

倫
旨
案

〔
綸
〕当

寺
敷
地
戌
亥
山
谷
々
田
畠
四
至
内
等
検
断
事
。
止
�方
々

煩
�、
寺
家
可
�令
�進
止
�候
由
、

天
気
所
�候
也
。
仍
執
達
如
�件
。

延
文
元九
月
十
八
日

左
中
弁（
日
野
）

時
光

（
覚
真
）

西
大
寺
長
老
上
人
御
房

史
料
Ｇ

西
大
寺
別
当
範
宗
書
状
案

別
当
感
状
案

当
寺
敷
地
戌
亥
山
等
四
至
内
検
断
事
。
度
々
執
―�申
公
家
�候

了
。
而
無
�相
違
�、
被
�下
�
綸
旨
�候
之
条
、
尤
神
妙
候
。

此
上
事
、
向
後
定
不
�可
�有
�子
細
�候
哉
。
恐
々
謹
言
。

延
文
二八
月
十
二
日

範
宗

（
覚
真
）

西
大
寺
長
老
上
人
御
房

Ｅ
は
、
別
当
範
宗
が
、
律
家
の
申
請
に
基
づ
き
「
敷
地
四
至
内
并

戌
亥
山
谷
々
田
畠
等
検
断
」
に
つ
き
綸
旨
を
申
請
す
る
事
を
許
可

し
た
も
の
、
Ｆ
は
、
そ
の
旨
天
皇
が
認
め
た
も
の
、
Ｇ
は
、
後
日

範
宗
が
綸
旨
の
内
容
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
の
直
接
的
な
契

機
は
、
延
文
元
年
四
月
頃
の
、
寺
僧
の
武
蔵
房
琳
俊
の
「
奸
謀
狼

〔
藉
〕
籍
絶
�常
篇
�」
な
る
状
況
が
あ
り
（
32
）
、
別
当
と
律
家
と
が
評
議
し
て

事
態
を
打
開
せ
ん
と
し
た
事
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｆ
の
綸

旨
は
、
律
家
と
琳
俊
と
の
対
抗
関
係
上
、
律
家
の
権
利
を
認
め
る

内
容
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
律
家
は
こ
れ
を
以
っ
て
能
動
的
な
公

憲
の
刑
罰
を
拒
否
し
、
刑
罰
権
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
時
公
憲
も
「
殆
為
�別
篇
之
沙
汰
�、
申
―�成

勅

裁
�之
様
候
間
、
別
儀
之
沙
汰
顕
然
之
上
、
律
家
自
専
支
証
曽
以

未
�定
事
候
哉
」
と
鋭
く
反
論
す
る
よ
う
に
、
既
述
の
よ
う
に
具

に
史
料
を
解
釈
し
、
ま
た
他
史
料
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
本
史

料
は
、
あ
く
ま
で
も
両
僧
の
、
殊
に
琳
俊
と
律
家
と
の
対
抗
関
係

上
に
お
い
て
律
家
の
寺
僧
に
対
し
て
の
権
限
を
認
め
た
も
の
で
あ

り
、
別
当
・
律
家
の
対
抗
関
係
に
お
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

一
五
（
六
四
九
）



る
。
恐
ら
く
意
図
的
に
文
書
の
拡
大
解
釈
さ
え
も
行
う
事
に
よ
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
強
引
に
自
身
の
権
限
伸
長
を
企
図
し
て
い
る
状
況

を
読
み
取
る
事
が
で
き
る
。

か
か
る
挑
戦
を
律
家
が
遂
行
し
よ
う
と
し
た
、
或
い
は
し
得
た

理
由
と
し
て
、
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
文
和
の
相
論

に
お
い
て
の
範
宗
の
政
治
的
失
態
が
、
律
家
を
し
て
治
安
維
持
の

権
能
者
た
る
の
自
覚
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
一
人
の

死
亡
に
よ
っ
て
、
か
た
や
学
侶
裁
判
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
、
か
た

や
寺
僧
の
嗷
訴
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
、
元
を
た
ど
れ
ば
疑
い
な

く
両
僧
の
裁
判
者
た
る
範
宗
の
政
治
的
失
態
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
一
つ
は
、
文
和
の
相
論
の
終
結
に
よ
っ
て
、
律
家
の
寺
僧
に

対
す
る
支
配
が
強
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

大
安
寺
長
老
道
種
と
大
乗
院
孝
覚
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
頃
、

延
文
の
相
論
を
含
め
別
当
と
の
相
論
に
お
い
て
、
道
種
（
光
円

房
・
蔵
坊
）
は
、
律
家
と
大
乗
院
と
を
仲
介
し
て
相
論
の
解
決
を

図
っ
て
い
る
（
33
）
。
道
種
は
、
孝
覚
と
親
密
な
関
係
が
あ
る
。
彼
は
、

孝
覚
入
寂
の
時
に
伺
候
し
（
34
）
、
孝
覚
一
周
忌
仏
事
に
「
供
養
導
師
」

と
し
て
参
列
し
（
35
）
、
後
の
大
乗
院
門
跡
尋
尊
が
「
光
円
房
ハ（
孝
覚
）

法
務
大

僧
正
御
信
仰
仁
也
」
と
述
べ
て
い
る
（
36
）
。
道
種
と
孝
覚
無
し
で
は
、

こ
の
頃
の
律
家
の
刑
罰
権
の
伸
長
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
本
件

の
場
合
は
、
公
憲
が
孝
覚
の
恐
ら
く
門
徒
で
あ
る
関
係
（
37
）
に
よ
っ
て

「
口
入
」
が
要
請
さ
れ
成
功
し
た
も
の
ら
し
い
。
ま
た
一
つ
に
、

Ｅ
〜
Ｇ
の
当
事
者
で
あ
っ
た
範
宗
が
相
論
の
直
前
に
没
し
て
い
る

事
（
38
）も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

以
後
、
規
式
作
成
の
貞
治
六
年
ま
で
別
当
と
の
関
係
を
詳
細
に

示
す
史
料
は
管
見
で
は
無
い
。
僅
か
に
規
式
の
傍
線
部
ウ
の
記
載

が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
ウ
は
、
ア
、
イ
合
わ
せ
て
二
次
史
料

で
あ
り
、
ア
、
イ
も
共
に
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
〜
ウ
は
、
規

式
制
定
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
っ
て
、
如
何
に
し

て
律
家
が
、
別
当
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
「
西
大
寺
敷
地
四
至

内
」
の
「
検
断
」「
一
円
管
領
」
の
権
限
を
獲
得
し
た
か
、
お
よ

び
如
何
に
律
家
に
「
検
断
」「
一
円
管
領
」
の
正
統
性
が
あ
る
か
、

と
い
う
事
に
重
点
を
置
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
イ
は
、
延
文
五

年
の
公
憲
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
け
れ

ど
も
、
既
述
の
通
り
と
す
れ
ば
、
事
実
を
枉
げ
て
記
載
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ウ
の
「
違
勅

綸
旨
」
と
は
、
文
面
通
り
事
実
と
す
れ

ば
、
律
家
の
排
他
的
刑
罰
権
を
認
め
、
別
当
の
そ
れ
を
否
定
し
た

と
い
う
内
容
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ウ
に
関
す
る
史
料
は
、
こ
れ

以
外
一
つ
と
し
て
管
見
で
は
無
い
。
従
っ
て
他
史
料
か
ら
考
察
す

る
以
外
に
は
な
い
。
第
一
に
、
他
史
料
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も

律
家
で
確
た
る
刑
罰
権
の
認
識
な
く
し
て
規
式
を
制
定
で
き
る
だ

ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
ウ
は
肯
定
で
き
る
。
次
に
、

史
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応
安
四
年
（
一
三
七
一
）、
寺
僧
七
名
に
よ
る
喧
嘩
に
よ
っ
て
定

賢
房
が
死
亡
、
三
名
が
刃
傷
と
い
う
刑
事
事
件
が
発
生
し
た
（
39
）
。
律

家
は
、
関
係
者
を
科
刑
し
た
が
、
別
当
円
守
も
「
当
寺
喧
嘩
事
。

越
�常
篇
�候
歟
。
任
�先
規
�、
被
�加
�罪
科
�候
」
と
し
て
処
罰
し

よ
う
と
し
、
公
文
ら
の
「
住
居
」
に
「
直
」
に
向
か
い
「
打
�点

定
之
札
�」
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
律
家
の
側
は
、「
当
寺
検
断

職
者
、
律
家
進
止
之
間
、
則
任
�先
規
�、
致
�其
沙
汰
�候
畢
」
と

し
て
「
延
文
・
貞〔
治
ヵ
〕

和
之
綸
旨
并
学
侶
約
諾
之
状
案
文
等
」
を
示
し

た
結
果
、「
別
当
御
房
一�

見�

之�

後�

、
被
�止
�諸
事
之
綺
�畢
」
と
な

っ
た
。
先
の
貞
治
の
綸
旨
の
推
定
解
釈
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
文
和
の
請
文
と
明
徳
の
請
文
（
史
料
Ｂ
・
Ｃ
）
と
を
比
較

す
る
と
一
つ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
事
に
気
付
く
。
ど
ち
ら
も
寺

僧
の
「
自
由
之
検
断
」
の
禁
止
を
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｃ

は
Ｂ
と
類
似
の
文
章
が
無
視
で
き
な
い
程
に
多
く
明
ら
か
に
Ｂ
を

意
識
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
Ｃ
に
は
、
Ｂ
に
は
あ
る
「
不
�申
―�

入
別
当
�」
な
る
文
言
が
抜
け
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
明
徳
元
年
の
段
階
で
既
に
過
程
２
の
如
き
裁
定
過
程

が
存
在
し
な
い
事
を
意
味
し
、
当
時
別
当
と
交
わ
ら
な
い
排
他
的

な
律
家
の
刑
罰
権
を
認
め
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら
、
文
和
と

明
徳
と
の
間
の
ど
こ
か
に
、
刑
罰
権
の
変
遷
の
画
期
を
認
め
る
事

が
で
き
る
が
、
こ
の
事
は
ウ
の
内
容
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
ウ
は
史
料
的
価
値
が
あ
る
と
判
断
で
き
、
従
っ
て
こ

の
時
貞
治
六
年
に
排
他
的
刑
罰
権
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
事
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
裁
定
過
程
２
の
消
滅
を
寺
僧

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
律
家
裁
定
に
反
し
て
科
刑
を
行
う
事
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
ア
の
部
分
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
イ
の
記
述
は
す
で

に
事
実
の
曲
解
で
あ
る
事
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
よ
り
古
い
時
代
に

つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、
正
統
性
を
記
述
す
る
と
い
う
性
格
上
、

疑
問
が
持
た
れ
る
。
関
係
史
料
と
し
て
、
次
を
挙
げ
る
。

史
料
Ｈ

西
大
寺
別
当
乗
範
置
文
（
40
）

（
前
略
）

（
第
四
条
）

一
、
可
�令
�停
―�〔
廃
〕
癈
当
寺
執
行
職
�事

右
、
彼
職
、
強
無
�相
伝
之
仁
�、
補
―�来
甲
乙
之
輩
�。
依
�之

動
張
―�行
非
法
�、
令
�苦
―�悩
寺
僧
�、
為
�寺
門
�無
�其
要
�、

為
�住
侶
�多
�其
煩
�云
々
。
付
�之
案
�之
、
停
癈
之
条
、
雖

�似
�背
�先
規
�、
興
隆
之
前
、
定
不
�貽
�後
謗
�歟
。
早
止
�

件
職
�、
以
�其
給
物
�、
可
�充
�寺
修
理
等
�者
也
。

（
中
略
）

以
前
五
箇
条
、
就
�興
隆
之
篇
目
�、
廻
�愚
頑
之
風
情
�者
也
。

縡
雖
�軽
微
�、
志
已
深
重
。
縦
非
�一
寺
之
至
要
�、（
マ
ヽ
）
盍
叶
�三

宝
之
冥
慮
�矣
。
律
衆
等
以
�此
趣
�、
可
�令
�致
�沙
汰
�給
�

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）
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之
状
如
�件
。

弘
安
元
年
七
月
十
八
日

別
当
法
印
権
大
僧
都
乗
範

弘
安
元
年
に
別
当
乗
範
が
叡
尊
等
に
対
し
別
当
固
有
の
諸
権
限
を

移
譲
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
の
記
載
は
こ
の
事
実
と
関
係
す
る
。

史
料
に
は
、
執
行
職
を
「
停〔
廃
〕
癈
」
す
る
と
あ
る
が
、
決
し
て
「
寄

附
」
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
検
断
職
」
な
ど
と
は

一
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
か
つ
て
言
及
し
た
通
り
（
41
）
、

本
史
料
は
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
八
月
公
家
新
制
（
42
）
、
同
年
興
福

寺
宛
太
政
官
牒
（
43
）
と
の
関
係
が
深
く
、
置
文
の
主
眼
は
法
令
に
あ
る

七
大
寺
か
ら
の
「
悪
党
」
の
排
除
と
寺
院
の
「
興
隆
」
な
ど
で
あ

る
。
ア
で
言
う
が
如
き
、
刑
罰
権
、
殊
に
能
動
的
な
刑
罰
権
が
当

時
別
当
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
ア
、
イ
は
ウ
、
す
な
わ
ち
排
他
的
刑
罰
権
の
歴
史

的
正
統
性
を
導
く
た
め
の
歴
史
叙
述
な
の
で
あ
る
。
当
時
の
律
家

が
叡
尊
の
頃
よ
り
排
他
的
な
刑
罰
権
を
有
し
て
い
た
と
規
式
に
書

い
た
事
で
、
後
に
は
律
家
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
確
実
に
定
着
し
、

内
部
認
識
だ
け
で
は
な
く
、
自
身
の
刑
罰
権
等
の
正
当
性
・
正
統

性
の
た
め
外
部
に
対
し
て
も
主
張
さ
れ
る
事
と
な
る
（
44
）
。

結
局
、
律
家
が
規
式
を
制
定
し
得
た
の
は
、
奪
取
過
程
を
経
て

排
他
的
な
刑
罰
権
が
完
成
し
た
か
ら
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

翻
っ
て
、
い
つ
か
ら
寺
僧
と
の
関
係
に
お
い
て
律
家
の
優
越
的

な
刑
罰
権
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
既
述
の
通
り
、
規
式
の

内
容
ア
の
通
り
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
正
確
に
こ
れ
を
追
及

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
規
式
の
「
一
、
無
名
入
文
事
」
で
は

「
嘉
元
二
年
」（
一
三
〇
四
）
に
「
落
書
起
請
」
が
「
制
断
」�
禁

止
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
す
れ
ば
、
既
に
こ
れ
よ
り
以
前
に
優
越
的

な
刑
罰
裁
定
権
を
認
め
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
と
り

あ
え
ず
少
な
く
と
も
鎌
倉
末
期
と
し
て
お
き
た
い
。

一
―
三

小

結

以
上
、
西
大
寺
律
家
の
刑
罰
権
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

延
文
・
貞
治
頃
以
前
で
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
裁
定
過
程

１
・
２
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
定
体
系
の
存

在
に
よ
り
、
寺
僧
よ
り
は
律
家
が
、
律
家
よ
り
は
別
当
が
上
級
の

治
安
維
持
の
権
能
者
と
言
う
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
延
文
か
ら

貞
治
に
か
け
て
、
別
当
裁
定
が
限
り
な
く
消
滅
す
る
方
向
に
向
か

っ
た
。
貞
治
六
年
の
綸
旨
に
よ
っ
て
別
当
の
能
動
的
な
刑
罰
裁
定

権
は
消
滅
し
、
次
い
で
規
式
が
制
定
さ
れ
律
家
の
排
他
的
な
刑
罰

権
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
事
が
で
き
る
。

な
お
、
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
し
て
、
室
町
期
の
状
況
は
詳
ら

か
で
は
な
い
も
の
の
、
別
当
の
能
動
的
な
刑
罰
裁
定
は
、
規
式
制

定
以
後
史
料
上
に
見
る
事
が
で
き
な
い
。

史
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補
論

行
者
・
浄
人
に
つ
い
て

今
節
で
見
て
き
た
通
り
、
南
北
朝
期
の
律
家
と
寺
僧
・
別
当
と

の
刑
罰
権
の
争
い
は
、
多
く
が
浄
人
�
下
部
の
犯
罪
と
そ
の
処
断

と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
本
稿
の
課
題
と
は
直
接
関

係
の
な
い
も
の
の
、
西
大
寺
を
取
り
巻
く
社
会
に
お
い
て
、
浄
人

お
よ
び
こ
れ
と
セ
ッ
ト
で
史
料
上
現
れ
る
事
の
多
い
行
者
が
い
か

な
る
位
置
を
占
め
た
か
な
ど
、
補
論
と
し
て
述
べ
た
い
。

既
に
見
た
通
り
文
和
・
明
徳
の
両
請
文
（
Ｂ
・
Ｃ
）
で
は
、
行

者
・
浄
人
お
よ
び
そ
れ
に
加
え
て
郷
民
の
刑
罰
権
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、「
郷
民
」
と
は
、
寺
僧
・
行
者
・
浄
人
以
外
の
、

西
大
寺
の
領
内
（「
四
至
」（
規
式
））
に
居
住
し
て
い
る
と
西
大

寺
律
家
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
蓑
輪
顕
量
の
研

究
（
45
）を
参
考
と
す
れ
ば
、
行
者
は
、
教
学
・
修
行
・
寺
内
組
織
・
堂

舎
等
い
く
つ
か
の
点
で
西
大
寺
律
家
と
の
影
響
関
係
が
窺
が
わ
れ

る
俊
�
（
一
一
六
六
〜
二
二
七
（
46
）
）
の
見
解
で
は
、「
雖
�壮
年
・
老

ア
ン
シ
ヤ

年
�、
居
�行
者
位
�、
仕
�僧
尼
�、
惣
名
�出
家
・
々
々
尼
�歟
」
な
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
為
�作
�僧
尼
�、
雖
�離
�在
家
�、
而
尚
俗
形
、

住
�寺
事
�僧
。
是
住
寺
故
、
異
	優
婆
塞
及
優
婆
夷
只
住
�在
家
�。

是
俗
形
故
、
亦
異
�沙
弥
・
沙
弥
尼
�也
」
と
い
う
（
47
）
。
次
に
浄
人
に

つ
い
て
『
四
分
律
』
の
規
定
を
見
た
い
。
そ
も
そ
も
「
浄
」
と
は
、

戒
律
に
違
反
し
な
い
適
法
の
意
で
あ
る
。「
浄
人
」
を
介
す
る
事

に
よ
っ
て
、
本
来
戒
律
違
反
の
行
為
は
「
浄
法
」
と
な
る
。
浄
人

は
、
戒
律
上
比
丘
ま
た
は
沙
弥
の
行
う
事
の
で
き
ず
か
つ
寺
院
運

営
上
不
可
欠
の
行
為
、
例
え
ば
三
宝
料
物
な
ど
の
金
銀
の
手
ず
か

ら
の
収
受
（
受
蓄
金
銀
銭
戒
の
た
め
）、
果
物
等
の
収
穫
・
調
理

と
比
丘
へ
の
供
与
（
壊
生
種
戒
）、
除
草
（
同
）、
売
買
（
販
売

戒
）、
工
事
な
ど
に
伴
う
堀
地
（
堀
地
戒
）
を
、
比
丘
の
命
令

（
浄
語
）
を
受
け
て
代
行
し
て
行
う
（
48
）
。
な
お
、
承
久
二
年
（
一
二

二
〇
）
に
俊
�
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
目

録
（
49
）」
に
は
、「
行
者
堂
」
は
「
奉
�事
�衆
僧
�之
童
行
、
共
住
�此

処
�者
也
」
と
あ
り
、「
人
力
堂
」
は
「
採
柴
・
作
食
之
浄
人
、
共

住
�此
処
�也
」
と
説
明
さ
れ
て
い
て
、
大
略
先
の
俊
�
の
見
解
な

ら
び
に
『
四
分
律
』
規
定
と
相
違
が
な
い
。

さ
て
、
金
沢
称
名
寺
は
、
文
永
の
頃
、
檀
越
北
条
実
時
が
叡
尊

の
高
弟
極
楽
寺
長
老
忍
性
を
介
し
て
下
野
薬
師
寺
の
妙
性
房
審
海

を
招
来
し
、
こ
れ
を
住
持
と
し
て
律
院
化
し
た
寺
院
で
あ
る
（
50
）
。
弘

長
二
年
の
叡
尊
ら
の
関
東
下
向
時
の
対
応
を
見
る
に
実
時
の
叡
尊

ら
に
対
す
る
信
仰
が
殊
更
篤
い
と
思
わ
れ
る
事
（
51
）
、『
関
東
往
還

記
』
の
紙
背
に
あ
る
律
学
の
系
譜
に
は
、「（
覚
盛
）

窮
情
房
」
の
孫
弟
子

と
し
て
「
妙
性
房
」
の
名
が
見
え
る
事
（
52
）
よ
り
推
せ
ば
、
審
海
の
時

代
に
寺
院
運
営
上
西
大
寺
律
家
と
の
同
質
性
を
認
め
て
も
良
い
だ

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

一
九
（
六
五
三
）



ろ
う
。
そ
の
審
海
に
よ
っ
て
弘
安
七
年
に
制
定
さ
れ
た
寺
法
が
以

下
で
あ
る
。

史
料
Ｉ

金
沢
称
名
寺
規
式
（
53
）

定

当
寺
条
々
規
式
之
事

（
四
条
分
略
）

一
、
除
�寺
中
公
役
�、
輙
召
�行
者
・
浄
人
�、
或
遣
�他
処
�、

若
為
�出
行
之
所
従
�、
不
�可
�妨
�庫
裏
雑
務
�也
。

右
、
五
ケ
条
規
式
、
所
�定
置
�如
�此
。
所
―�以
然
�者
、（
中







略
）
第
五
禁
制
者
、
為
且
且
為
�止
�知
事
之
憂
�、
且
為
��
成
�

僧
家
之
作
務
�、
所
�儲
�憲
章
�也
。
仍
一
々
科
条
、
深
不

�可
�違
失
�。

弘
安
七
年
二
月

日

住
持
比
丘
審
海

こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
の
仏
典
な
い
し
注
釈
書
と
行
者
・
浄
人
の
役

割
は
概
ね
整
合
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
西
大
寺
文
書
中
の
行

者
・
浄
人
も
、「
僧
坊
所
属
行
者
・
下
部
」
と
い
わ
れ
て
い
る
事
、

「
憑
�俗
人
�、
背
�寺
命
�、
属
�別
人
�、
致
�緩
怠
�之
条
、
以
外
之
次

第
也
」
と
さ
れ
て
い
る
事
（
54
）
な
ど
か
ら
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
は
な

い
。
さ
ら
に
、
中
世
末
作
成
と
考
え
ら
れ
る
、
光
明
真
言
会
の
後

に
制
定
さ
れ
る
西
大
寺
律
家
一
門
の
規
式
に
は
、「
諸
寺
行
者
・

下
部
、
帯
�白
太
刀
・
白
刀
�、
令
�参
�大
会
�之
条
、
不
�可
�然
（
55
）
」

と
あ
り
、
こ
れ
を
過
差
禁
制
と
見
れ
ば
、
行
者
・
浄
人
は
武
器

（
但
し
簡
易
な
も
の
か
）
を
携
行
し
て
い
た
ら
し
い
（
56
）
。

ま
と
め
る
と
、
行
者
は
、
沙
弥
と
在
家
信
者
と
の
中
間
に
位
置

し
、
仏
道
修
行
上
沙
弥
の
前
の
予
備
的
階
梯
に
あ
り
、
律
家
に
属

し
て
諸
雑
務
を
も
行
う
。
浄
人
も
律
家
に
属
し
、
沙
弥
・
比
丘
の

犯
戒
防
止
の
た
め
諸
雑
務
に
従
事
す
る
。
両
者
は
、
武
器
を
携
行

す
る
場
合
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
自
然
に
考
え
れ
ば
、
律
家

側
か
ら
諸
労
働
の
対
価
を
支
払
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

浄
人
は
「
○
○
入
道
」
な
ど
と
出
家
の
体
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
実
妻
帯
の
場
合
も
見
ら
れ
家
族
が
あ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
居
住
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
事
は
難
し
い
が
、
盗
犯

の
「
下
部
又
法
師
」
の
「
住
屋
」
が
焼
か
れ
て
い
る
よ
う
に
（
57
）
、
寺

院
近
辺
に
居
宅
を
持
っ
て
い
る
か
、
先
の
「
泉
涌
寺
殿
堂
房
寮
目

録
」
の
「
人
力
堂
」
の
如
く
寺
内
に
居
住
空
間
が
あ
る
か
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
浄
人
の
出
身
母
体
は
恐
ら
く
「
郷
民
」
で
あ
ろ
う
。

西
大
寺
は
、
叡
尊
居
住
以
降
少
な
く
と
も
南
北
朝
期
に
か
け
て

も
、
伽
藍
規
模
は
発
展
し
続
け
た
（
58
）
。
こ
の
背
景
に
は
、
ま
ず
も
っ

て
財
�
三
宝
料
物
の
増
加
が
あ
る
が
、
同
時
に
僧
宝
�
律
家
の
比

丘
も
増
加
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
寺
院
運
営
上

の
雑
務
は
増
え
続
け
て
い
っ
た
は
ず
で
、
浄
人
の
数
の
増
加
を
招

い
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
浄
人
の
あ
る
も
の
は
世
代
を
超
え
て
浄
人

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

二
〇
（
六
五
四
）



と
な
り
、
浄
人
な
い
し
郷
民
の
富
の
蓄
積
が
進
ん
だ
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
文
和
の
相
論
で
提
出
さ
れ
た
史
料
Ｂ
の
請
文
の
写

し
に
は
、
伝
世
の
正
文
に
は
な
い
、
作
成
以
後
い
ず
れ
か
の
段
階

で
確
実
に
切
り
取
ら
れ
た
一
条
項
（
第
三
条
）
が
存
在
す
る
。

『
西
大
寺
白
衣
寺
僧
沙
汰
引
付
』
に
の
み
見
え
る
そ
れ
は
、
以
下

で
あ
る
。

史
料
Ｊ

西
大
寺
白
衣
寺
僧
連
署
請
文
案
（
第
三
条
）

一
、
於
�寺
内
�不
�可
�新
―�開
田
地
�。
但
於
�寺
外
領
内
�、
令

�新
―�開
田
畠
�之
時
者
、
申
―�合
律
家
�、
相
共
加
�評
定
�、

令
�治
―�定
年
貢
�、
可
�相
―�配
修
理
等
之
料
足
�。
且
於
�此

法
�者
、
至
�郷
民
并
律
家
行
者
・
下
部
�、
固
可
�守
�此〔
掟
〕
綻
�。

若
違
乱
之
時
者
、
黒
白
之
寺
僧
無
�偏
執
�可
�被
�行
�其

科
�事
。

請
文
は
そ
も
そ
も
学
侶
の
刑
罰
の
代
替
と
し
て
妥
協
的
に
作
成
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
全
体
の
特
徴
と
し
て
寺
僧
か
ら
律
家
に
対
す

る
刑
罰
関
連
の
義
務
の
誓
約
書
と
い
え
る
。
し
か
る
に
、
第
一

（
Ｂ
）・
二
条
（
独
断
嗷
訴
の
禁
止
）
に
比
べ
て
、
本
史
料
は
相
論

と
一
見
関
係
が
浅
い
内
容
に
見
え
る
。
し
か
も
、
特
に
「
且
」
以

降
の
部
分
は
、
本
史
料
が
誓
約
書
で
あ
り
な
が
ら
、
律
家
側
の
義

務
・
寺
僧
側
の
権
利
を
記
載
し
た
よ
う
に
見
え
異
様
で
あ
る
。
後

日
正
文
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、

相
論
の
政
治
的
な
妥
結
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
頃
両
僧
間
で
問
題
と

な
っ
て
い
た
事
項
が
、
寺
僧
側
か
ら
の
要
請
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ

た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、「
郷
民
」・「
行
者
・
下

部
」
が
「
於
�寺
外
領
内
�、
令
�新
―�開
田
畠
�」
む
る
状
況
、
そ
し

て
寺
僧
を
除
く
「
評
定
」
で
「
料
足
」
が
決
定
さ
れ
て
い
た
状
況

が
こ
の
頃
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
先

で
述
べ
た
如
く
、
浄
人
の
員
数
お
よ
び
そ
の
蓄
財
の
増
加
に
伴
う

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
以
上
の
極
め
て
推
測
的
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
論
を

是
と
し
て
、
南
北
朝
期
に
別
当
・
寺
僧
と
の
刑
罰
権
の
争
い
を
生

じ
た
背
景
等
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
後
期
以
降
の
浄
人
の
増
加

に
伴
っ
て
、
南
北
朝
期
に
よ
う
や
く
浄
人
の
犯
罪
の
発
生
が
顕
著

に
な
り
、
そ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て
寺
僧
、
延
い
て
は
別
当
と
の
対

立
が
生
じ
、
あ
る
い
は
結
果
的
に
律
家
が
彼
ら
の
刑
罰
権
を
奪
取

す
る
過
程
で
、
排
他
的
刑
罰
権
の
確
立
と
共
に
最
終
的
に
規
式
の

制
定
に
至
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。

註（
１
）
中
世
西
大
寺
の
本
格
的
な
研
究
は
、
田
中
稔
「
西
大
寺
に
お
け

る
「
律
家
」
と
「
寺
僧
」
―
文
和
三
年
「
西
大
寺
白
衣
寺
僧
沙
汰

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

二
一
（
六
五
五
）



引
付
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
『
中
世
史
料
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
、
初
出
一
九
六
六
）
を
嚆
矢
と
す
る
。
そ
れ
以
後
の
研

究
で
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
太
田
順
三
「
西
大
寺
の
領
域
的
支

配
の
確
立
と
絵
図
」（
竹
内
理
三
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
続
荘
園
制

と
武
家
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
）、
大
石
雅
章
「
中
世
大

和
の
寺
院
の
在
地
勢
力
―
西
大
寺
を
中
心
と
し
て
―
」（
同
『
日
本

中
世
社
会
と
寺
院
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
、
初
出
一
九
七
九
）、

同
「
中
世
西
大
寺
の
寺
院
組
織
に
つ
い
て

―
律
家
と
寺
僧
の
役

割
を
中
心
に
―
」（
前
件
同
氏
著
書
、
初
出
一
九
八
〇
）、
石
上
英

一
「
西
大
寺
荘
園
絵
図
群
の
研
究
」（
同
『
古
代
荘
園
史
料
の
基
礎

的
研
究

下
』
第
三
編
第
一
章
、
塙
書
房
、
一
九
九
七
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。

律
僧
・
律
宗
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
多
く
の
研
究
が
な

さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
主
に
永
村
眞
「「
禅
律
僧
」」（「
東
大
寺
大

勧
進
職
の
機
能
と
性
格
」
の
一
節
。
同
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と

経
営
』
塙
書
房
、
一
九
八
九
、
初
出
一
九
八
一
）
お
よ
び
、
大
塚

紀
弘
「
顕
密
仏
教
と
禅
律
仏
教
」「
律
家
の
成
立
史
」（
同
『
中
世

禅
律
仏
教
論
』
第
一
部
、
第
二
部
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）

に
多
く
を
依
拠
す
る
。

（
２
）
「
西
大
寺
文
書
」
一
〇
三
函
一
八
号
。
翻
刻
史
料
は
、『
中
世
法

制
史
料
集
』（
岩
波
書
店
）
六
、
寺
社
法
、
一
四
九
文
書
。
以
下
、

断
ら
な
い
限
り
史
料
典
拠
に
函
と
号
が
あ
れ
ば
「
西
大
寺
文
書
」

を
指
す
。
ま
た
断
ら
な
い
限
り
名
古
屋
大
学
日
本
史
学
研
究
室
所

蔵
の
写
真
帳
（
一
九
七
四
年
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
撮
影
）
に

よ
る
。

（
３
）
義
江
彰
夫
「
院
政
期
の
没
官
と
過
料

―
中
世
財
産
刑
形
成
前

史
―
」（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論

集
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
、
Ａ
論
文
と
す
る
）、
同
「
日
本
の

中
世
社
会
と
刑
罰
」（『
創
文
』
二
五
三
・
二
五
四
、
一
九
八
五
、

Ｂ
論
文
）、
同
「
摂
関
院
政
期
朝
廷
の
刑
罰
裁
定
体
系

―
勅
裁
と

使
庁
裁
―
」（
永
原
慶
二
他
編
『
中
世
・
近
世
の
国
家
と
社
会
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
、
Ｃ
論
文
）、
同
「
日
本
律
令
の
刑
体

系

―
基
礎
的
考
察
―
」（
東
京
大
学
教
養
学
部
歴
史
学
研
究
室
編

『
歴
史
学
研
究
報
告
』
二
一
、
一
九
九
〇
、
Ｄ
論
文
）、
同
「
王
朝

国
家
刑
罰
形
態
の
体
系
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
四
―
三
、
一
九
九

五
、
Ｅ
論
文
）、
同
「
蔵
人
等
奉
裁
の
刑
罰
形
態
」（『
日
本
歴
史
』

五
六
四
、
一
九
九
五
、
Ｆ
論
文
）、
同
「
王
朝
国
家
下
の
国
衙
刑
罰

裁
定
体
系
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史
の
諸
相
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
三
、
Ｇ
論
文
）。

（
４
）
網
野
善
彦
他
著
『
中
世
の
罪
と
罰
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
八
三
）。

（
５
）
中
世
の
刑
罰
を
論
ず
る
時
、
勝
俣
の
研
究
以
降
避
け
て
通
る
事

が
で
き
な
い
の
は
ケ
ガ
レ
（
或
い
は
ハ
ラ
イ
）
の
問
題
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
す
る
本
稿
の
立
場
を
示
し
て
お
き
た
い
。
故
意
で
は
な

い
行
為
―
本
人
の
意
思
な
く
し
て
十
分
に
起
こ
り
得
る
行
為
―
ま

た
は
生
じ
て
し
ま
っ
た
現
象
、
例
え
ば
鼻
血
な
ど
で
、
ケ
ガ
レ
の

発
生
と
見
な
さ
れ
、
ハ
ラ
イ
ま
た
は
あ
る
不
利
益
を
科
す
事
（
財

産
没
収
、
追
放
等
）
は
、
正
に
神
に
対
す
る
謝
罪
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
上
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
不
利
益
行
為
は
も
と
よ
り
本
稿
の

対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
故
意
と
み
な
さ
れ
る
行
為

―
本
人
の
意
思
な
く
し
て
は
起
こ
り
得
な
い
行
為
―
、
例
え
ば
殺

害
・
刃
傷
・
女
犯
・
脱
糞
は
、
行
為
者
へ
の
不
利
益
を
科
す
事
は
、

史
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科
す
側
か
ら
見
れ
ば
少
な
く
と
も
ケ
ガ
レ
の
ハ
ラ
イ
ま
た
は
そ
れ

に
繋
が
る
行
為
だ
と
し
て
も
、
被
科
者
に
と
っ
て
は
、
再
び
同
様

に
行
為
す
る
事
を
抑
制
さ
せ
る
効
果
が
、
す
な
わ
ち
消
極
的
特
別

予
防
の
効
果
が
、
科
す
側
の
意
思
と
関
係
な
く
結
果
的
に
生
ず
る

と
し
て
よ
い
。
ま
た
、
不
特
定
多
数
に
不
利
益
の
科
し
た
事
が
周

知
さ
れ
る
時
、
や
は
り
科
す
側
の
意
思
と
は
関
係
な
く
一
般
予
防

の
効
果
が
生
ず
る
と
し
て
よ
い
。
本
稿
は
、
後
者
の
場
合
の
、
故

意
と
み
な
さ
れ
る
行
為
に
よ
っ
て
権
力
の
側
か
ら
、
少
な
く
と
も

消
極
的
特
別
予
防
の
効
果
が
、
延
い
て
は
一
般
予
防
の
効
果
が
生

ず
る
べ
く
、
不
利
益
が
科
さ
れ
る
時
、
そ
れ
を
ば
刑
罰
と
定
義
す

る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
盗
み
の
行
為
に
よ
っ
て
ケ
ガ
レ
が
生
ず
る

か
否
か
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
の
「
家
を
焼
く
」
行
為
が
ケ
ガ
レ

の
消
除
か
否
か
は
本
稿
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
盗
み
行
為
は
故

意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
家
宅
焼
却
行
為
は
た
と
え
消
除
だ
と
し

て
も
、
消
極
的
特
別
予
防
・
一
般
予
防
の
効
果
を
生
ず
る
と
見
な

さ
れ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
刑
罰
で
あ
り
、
こ
れ
を
焼
却
刑
と
い
う

事
に
す
る
。
な
お
、
西
大
寺
律
家
の
場
合
単
純
に
「
宅
を
焼
く
」

だ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
破
却
し
て
、
建
材
等
を
移
動
さ
せ
る
か
し

て
（「
敗
出
」）、
し
か
る
後
に
焼
却
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
規

式
第
一
条
）。
こ
の
あ
り
方
は
東
寺
の
刑
罰
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

（『
廿
一
口
方
評
定
引
付
』
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
一
一
月
三
日

条
、『
同
』
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
二
月
一
六
日
条
、
い
ず
れ
も

「
東
寺
百
合
文
書
ち
」、『
大
日
本
古
文
書
』
東
寺
文
書
之
四
（
以
下

『
大
日
古
』
と
略
す
））。
本
稿
は
こ
の
意
味
で
律
家
の
刑
罰
と
し
て

焼
却
刑
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。
ま
た
こ
の
言
葉
を
財
産
刑
と
別

個
の
も
の
で
な
く
そ
の
一
形
態
と
し
て
も
用
い
る
。

（
６
）
註（
２
）。

（
７
）
乗
範
の
在
任
期
は
、
建
治
二
年
（「
諸
寺
別
当
維
摩
会

天
台
三
会
講
師
等
次

第
」
の
「
西
大
寺
別
当
次
第
」（「
東
寺
百
合
文
書
」
甲
号
外
三
〇

号
七
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
京
都
府
立
総
合
資
料
館
東
寺
百
合
文
書

W
E

B

」））
か
ら
、
弘
安
六
年
の
七
年
間
で
あ
る
（
註（
１
）石
上
著

書
五
八
四
〜
五
頁
も
参
考
）。

（
８
）
拙
稿
「
中
世
西
大
寺
の
別
当
と
僧
団

―
所
謂
「
別
当
乗
範
置

文
」
の
考
察
を
中
心
に
―
」（『
古
文
書
研
究
』
七
九
、
二
〇
一

五
）
一
章
二
節
。

（
９
）
例
え
ば
註（
３
）義
江
Ａ
論
文
四
二
〇
〜
一
頁
。

（
１０
）
こ
こ
で
は
一
往
刑
罰
の
裁
定
過
程
を
�
↓
�
↓
�
と
し
た
の
で

あ
る
が
、
一
方
捕
縛
が
刑
罰
に
お
い
て
占
め
る
位
置
は
無
視
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
�
や
�
の
前
提
と
し
て
の
捕
縛
が
考

え
ら
れ
る
。
�
の
前
提
の
捕
縛
は
嫌
疑
者
尋
問
の
た
め
、
�
の
そ

れ
は
、
特
に
犯
人
・
縁
者
の
身
体
刑
の
た
め
で
あ
る
。
捕
縛
を
無

視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
史
料
中
に
こ
の
問
題
を
追
及
し

難
か
っ
た
の
で
、
刑
罰
権
力
の
資
源
の
問
題
と
し
て
部
分
的
に
言

及
す
る
に
留
め
（
二
章
一
節
後
述
）、
�
〜
�
を
中
心
的
に
議
論
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１１
）
文
和
の
相
論
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
後
特
に
断
ら
な
い
限
り
、

文
和
三
年
『
西
大
寺
白
衣
寺
僧
沙
汰
引
付
』（
一
〇
三
函
一
〇
号
）

に
依
る
。
こ
れ
は
、
前
半
が
関
係
文
書
の
収
載
及
び
筆
者
慈
聡
房

円
空
の
註
釈
、
後
半
が
「
右
上
件
沙
汰
之
濫
觴
者
」
で
始
ま
る
相

論
の
詳
述
部
分
に
当
た
る
。
こ
れ
以
後
、
本
稿
で
相
論
に
関
係
し

て
述
べ
る
時
、
註
が
無
け
れ
ば
後
半
の
詳
述
部
分
を
典
拠
史
料
と

し
て
い
る
と
了
解
さ
れ
た
い
。

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

二
三
（
六
五
七
）



（
１２
）
註（
１
）田
中
論
文
。
但
し
、
論
文
前
半
部
分
の
相
論
経
過
に
お

け
る
史
料
解
釈
で
細
か
な
点
で
疑
問
あ
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
大
要
は
賛
同
す
る
た
め
、
瑣
末
な
議
論
に
な
る
事
を
恐

れ
こ
こ
で
は
一
々
指
摘
は
し
な
い
。

（
１３
）
一
〇
三
函
一
一
号
。

（
１４
）
（
文
和
三
年
）
六
月
六
日
西
大
寺
別
当
範
宗
書
状
（
一
〇
三
函

九
号
）。
こ
こ
で
「
加
�罪
科
�」
と
は
、
有
罪
確
定
お
よ
び
量
刑
判

決
、
す
な
わ
ち
�
の
意
で
あ
っ
て
、
�
科
刑
の
意
で
は
な
い
。
�

は
、
寺
僧
の
「
致
�厳
密
沙
汰
�」
が
該
当
す
る
。

（
１５
）
一
〇
三
函
一
一
号
。

（
１６
）
お
そ
ら
く
浄
人
だ
ろ
う
。
浄
人
で
な
く
と
も
、
行
者
・
郷
民
に

含
ま
れ
る
事
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

（
１７
）
但
し
正
確
に
は
、
刑
事
を
含
む
裁
判
機
関
と
し
て
の
別
当
の
決

定
に
は
一
次
的
に
は
抗
う
事
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
よ

り
上
位
の
裁
判
者
と
し
て
は
興
福
寺
学
侶
や
朝
廷
が
占
位
す
る
か

ら
、
不
服
の
場
合
に
は
こ
れ
ら
に
訴
え
る
事
と
な
る
。

（
１８
）
こ
こ
で
は
、
盗
犯
等
重
罪
が
露
顕
し
た
時
に
犯
人
ま
た
は
縁
者

―
刑
罰
が
当
然
に
犯
人
以
外
に
も
及
ぶ
か
ら
―
が
、
身
体
刑
の
忌

避
の
た
め
し
ば
し
ば
逃
亡
す
る
事
が
あ
っ
た
事
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
。

（
１９
）
正
平
七
年
一
月
二
七
日
西
大
寺
律
家
英
心
記
録
（
一
〇
五
函
五

号
）。

（
２０
）
「
制
法
」
を
め
ぐ
る
両
僧
の
言
い
分
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
註

（
１
）田
中
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２１
）
笠
松
宏
至
「
盗
み
」（
註（
４
））。

（
２２
）
荒
木
敏
夫
「
平
安
時
代
の
落
穂
拾
い
慣
行
と
稲
刈
り
労
働
」

（
竹
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
』
校
倉
書
房
、
一
九
八

〇
）。

（
２３
）
そ
の
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
、
一
例
の
み
（
註（
１９
））。
こ
れ

と
て
、
む
し
ろ
裁
定
過
程
２
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
２４
）
（
文
和
三
年
）
七
月
四
日
西
大
寺
別
当
範
宗
書
状
案
（
註（
１１
）

史
料
所
収
）。

（
２５
）
一
〇
一
函
七
号
。
年
次
の
比
定
は
佐
藤
信
（
研
究
代
表
者
）
編

科
研
費
報
告
書
『
古
代
荘
園
絵
図
群
に
よ
る
歴
史
景
観
の
復
元
的

研
究
』（
ヨ
シ
ダ
印
刷
、
二
〇
〇
三
）
一
二
二
頁
。

（
２６
）
こ
の
事
は
、
西
大
寺
文
書
中
の
中
世
文
書
の
性
格
、
す
な
わ
ち

律
家
側
が
宛
所
と
し
て
受
領
し
た
文
書
が
多
い
事
、
正
文
・
案

文
・
写
を
含
め
、
律
家
ま
た
は
黒
白
両
僧
の
権
利
・
権
益
に
関
す

る
も
の
や
、
後
代
の
律
家
の
た
め
に
律
家
自
身
に
よ
っ
て
作
成
・

書
写
さ
れ
た
事
が
明
確
な
文
書
・
記
録
が
多
い
事
、
逆
に
寺
僧
の

み
の
そ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
文
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
事
な
ど
か

ら
、
容
易
に
帰
納
的
に
了
解
さ
れ
る
と
思
う
た
め
詳
説
は
略
し
た

い
。
こ
の
点
、
石
上
英
一
も
同
様
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
（
註

（
１
）石
上
著
書
四
四
五
、
四
六
六
頁
）。

（
２７
）
佐
藤
進
一
「
中
世
史
料
論
」（
同
『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
、
初
出
一
九
七
六
）
二
八
九
〜
九
三
頁
。

（
２８
）
（
正
平
七
年
）
一
月
二
七
日
西
大
寺
別
当
懐
雅
奉
書
（
一
〇
五

函
四
号
）、
お
よ
び
註（
１９
）。
裁
定
過
程
２
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
２９
）
本
事
件
に
関
し
て
は
、『
西
大
寺
別
当
与
律
家
検
断
相
論
沙
汰

引
付
』
な
る
史
料
に
よ
る
（
一
〇
三
函
一
五
号
）。

（
３０
）
（
延
文
五
年
）
七
月
二
七
日
大
乗
院
孝
覚
宛
西
大
寺
別
当
公
憲

請
文
案
（
註（
２９
））。

史
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（
３１
）
註（
２９
）所
収
。
一
〇
三
函
六
号
に
案
文
あ
り
。
史
料
Ｇ
の
み
正

文
あ
り
（「
大
和
薬
師
寺
文
書
」
九
函
二
号
、
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
（
以
下
東
史
と
略
す
）
所
蔵
写
真
帳
『
薬
師
寺
史
料
』、
請
求
記

号6170.65

�1

）。

（
３２
）
西
大
寺
律
家
は
、「
対
�西
大
寺
�、
致
�不
法
狼〔
藉
〕

籍
�、
抑
―�留
寺

物
�」
し
、「
悪
行
越
�于
常
篇
�」
ゆ
る
武
蔵
房
琳
俊
に
対
し
て
、

興
福
寺
学
侶
に
訴
え
た
が
、
審
議
の
最
中
に
「
中
人
」
の
取
り
成

し
に
よ
っ
て
律
家
独
自
に
琳
俊
と
和
解
し
た
（
延
文
元
年
四
月
一

一
日
法
眼
頼
憲
等
連
署
請
文
（
一
〇
三
函
一
二
号
））。
別
当
範
宗

は
、
四
月
一
一
日
、
書
状
を
遣
わ
し
、「
御
和
談
」
は
「
律
家
御
沙

汰
尤
神
妙
」
だ
け
れ
ど
も
、「
為
�執
務
�者
、
始
終
無
�違
乱
�之
様
、

可
�廻
�淵
量
�事
候
」
で
あ
り
「
毎
事
押
―�領
寺
物
�、
言
語
道
断
」

の
た
め
「
為
�向
後
�可
�被
�行
�其
科
�候
歟
」
と
、
琳
俊
を
処
罰

す
べ
き
意
思
を
律
家
に
伝
え
た
（
一
〇
三
函
一
二
号
）。
律
家
は
、

同
日
「
契
状
」
を
作
成
し
、「
自
�別
当
方
�被
�仰
旨
雖
�在
�之
、

既
令
�落
居
�上
者
、
更
不
�可
�有
�□
□
合
力
沙
汰
�也
」
と
取
り

決
め
た
（
一
〇
三
函
一
二
号
）。
か
か
る
認
識
の
相
違
の
妥
協
の
結

果
が
、
史
料
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
の
内
容
だ
ろ
う
。

（
３３
）
他
に
は
、
後
述
の
史
料
Ｌ
。

（
３４
）
応
安
元
年
九
月
一
八
日
、
孝
覚
の
死
の
一
日
前
、「
当
座
祗
候

之
輩
」
八
名
の
内
「
光
円
房
」
の
名
が
見
え
る
（
興
福
寺
典
籍
文

書
第
四
箱
十
三
号
。
高
山
京
子
『
中
世
興
福
寺
の
門
跡
』
勉
誠
出

版
、
二
〇
一
〇
、
三
六
九
頁
）。

（
３５
）
『
寺
院
細
々
引
付
』
応
安
二
年
八
月
条
に
「
供
養
導
師
光
円

房
」
と
見
え
る
（
内
閣
文
庫
所
蔵
、『
大
日
本
史
料
』（
以
下
『
大

日
史
』
と
略
す
）
応
安
元
年
九
月
一
九
日
条
）。

（
３６
）
『
尋
尊
大
僧
正
記
』
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
一
〇
月
一
八
日

条
（
続
史
料
大
成
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
臨
川
書
店
）。
ま
た
大

乗
院
と
大
安
寺
律
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
石
雅
章
「
興
福

寺
大
乗
院
門
跡
と
律
宗
寺
院

―
と
く
に
律
宗
寺
院
大
安
寺
を
通

し
て
―
」（
註（
１
）大
石
著
書
、
初
出
二
〇
〇
〇
）
も
参
照
。

（
３７
）
別
当
在
任
時
の
秘
書
的
執
行
役
を
「
出
世
奉
行
」
と
い
う
が

（
平
松
文
庫
旧
蔵
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
尋
尊
御
記
』「
一
、

出
世
奉
行
可
�存
知
�条
々
」）、
大
乗
院
孝
覚
の
在
任
時
の
、
別
当

の
立
場
で
発
給
す
る
所
の
諸
文
書
の
奉
者
�「
出
世
奉
行
」
と
し
て

公
憲
の
名
が
見
え
る
（
内
閣
文
庫
所
蔵
大
乗
院
文
書
『
御
挙
状
并

御
書
等
執
筆
引
付
』。
例
え
ば
『
大
日
史
』
文
和
四
年
六
月
二
九
日

条
等
に
翻
刻
あ
り
）。

（
３８
）
『
興
福
寺
略
年
代
記
』
等
（『
大
日
史
』
延
文
五
年
閏
四
月
一
六

日
条
）。

（
３９
）
応
安
四
年
七
月
二
九
日
定
賢
房
殺
害
喧
嘩
記
録
（
一
〇
三
函
二

一
号
）。

（
４０
）
弘
安
元
年
七
月
一
八
日
西
大
寺
別
当
乗
範
置
文
（
一
〇
一
函
二

四
号
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
三
一
一
三
、
以
下
『
鎌
』
と
略
す
）。

（
４１
）
註（
８
）。

（
４２
）
『
中
世
政
治
社
会
思
想

下
』（
日
本
思
想
大
系
二
二
、
岩
波
書

店
、
一
九
八
一
）
所
収
。

（
４３
）
「
国
立
公
文
書
館
・
旧
内
閣
文
庫
所
蔵
大
乗
院
文
書
」
お
よ
び

「
大
宮
文
書
」。
校
合
し
た
翻
刻
史
料
は
、
稲
葉
伸
道
『
中
世
寺
院

の
権
力
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
三
六
〇
頁
。

（
４４
）
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
一
一
月
日
乾
脇
一
族
連
署
約
諾
状

（
一
〇
三
函
二
二
号
、
原
本
確
認
）。
永
正
一
三
年
（
一
五
一
八
）

西
大
寺
律
家
の
刑
罰
（
上
）

二
五
（
六
五
九
）



五
月
二
五
日
西
大
寺
目
安
記
録
（
一
〇
三
函
二
四
号
、
東
史
写
真

帳
『
西
大
寺
文
書
』
九
、
請
求
記
号6171.65

�56

�9

）。

（
４５
）
蓑
輪
顕
量
「
叡
尊
門
侶
集
団
に
お
け
る
構
成
員
の
階
層
」（
同

『
中
世
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
九
九
、
初
出
「
叡

尊
教
団
に
お
け
る
構
成
員
の
階
層
」（『
宗
教
研
究
』
七
〇
―
二
）

と
し
て
一
九
九
六
）
三
二
四
〜
五
頁
。

（
４６
）
例
え
ば
大
塚
紀
弘
「
律
法
興
行
と
律
家
の
成
立

―
衣
食
改
革

を
中
心
に
―
」（
註（
１
）大
塚
著
書
、
初
出
二
〇
〇
六
）
参
照
。

（
４７
）
そ
れ
ぞ
れ
了
恵
『
天
台
菩
薩
戒
義
疏
見
聞
』、
円
琳
『
菩
薩
戒

義
疏
鈔
』（『
浄
土
宗
全
書
』
続
十
一
、
山
喜
房
仏
書
林
、
二
八
九

頁
、
一
三
四
頁
）。

（
４８
）
佐
藤
密
雄
『
仏
典
講
座
四

律
蔵
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
七

二
）
二
〇
〜
四
頁
参
照
。

（
４９
）
「
山
城
泉
涌
寺
文
書
」（『
鎌
』
二
五
七
五
）。

（
５０
）
関
靖
『
金
沢
文
庫
の
研
究
』（
日
本
教
育
史
基
本
文
献
・
史
料

叢
書
一
七
、
大
空
社
、
一
九
九
二
、
初
版
一
九
五
一
）
序
説
第
二

章
第
二
節
「
称
名
寺
」
等
参
照
。

（
５１
）
『
関
東
往
還
記
』（
細
川
涼
一
訳
注
『
関
東
往
還
記
』
平
凡
社
）

弘
長
二
年
二
月
二
七
日
条
な
ど
。

（
５２
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』（
大

谷
出
版
社
）
一
〇
二
頁
。

（
５３
）
「
相
模
金
沢
文
庫
文
書
」（『
鎌
』
一
五
〇
八
九
）。

（
５４
）
そ
れ
ぞ
れ
註（
１９
）史
料
、
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
六
月
二
五

日
行
者
・
浄
人
定
書
（
一
〇
三
函
一
八
号
）。

（
５５
）
（
戦
国
期
以
前
）
西
大
寺
諸
寺
一
門
規
式
案
（
一
〇
三
函
二
〇

号
）。

（
５６
）
小
野
塚
充
巨
「
中
世
鎌
倉
極
楽
寺
を
め
ぐ
っ
て
」（
竹
内
理
三

先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
荘
園
制
と
中
世
社
会
』（
論
文

集
下
巻
）
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
）
四
七
二
頁
に
も
同
様
の
指

摘
が
あ
る
。

（
５７
）
註（
１９
）史
料
。

（
５８
）
太
田
博
太
郎
「
西
大
寺
」（
同
『
南
都
七
大
寺
の
歴
史
と
年

表
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
）、
藤
井
恵
介
「
中
世
西
大
寺
の
建
築

と
伽
藍
」（
佐
藤
信
編
『
西
大
寺
古
絵
図
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
以
下
（
下
）
に
続
く
。）

史

学

第
八
五
巻

第
四
号

二
六
（
六
六
〇
）


